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第 1問 別紙 1 の登記事項の記録と内容が同一である甲土地，乙土地，丙土地（以下，別紙 1

の不動産という。いずれも同一の登記所の管轄区域内にあるものとする。）及び別紙 2

の丁土地（以下，別紙 2の不動産という。）について，平成 29年 4月 28日，司法書士

法務太郎は，関係当事者全員から，事実関係 1及び 2の事実を聴取した。司法書士法務

太郎は，関係当事者全員から，事実関係に基づく登記の申請手続に必要な書類を受領し，

登記の申請手続について代理することの依頼を受けた。同日，司法書士法務太郎は，事

実関係に基づく 4件の登記の申請を行った。 

同年 5月 15 日，司法書士法務太郎は，関係当事者全員から，事実関係 3の事実に基づ

く登記の申請手続に必要な書類を受領し，登記の申請手続について代理することの依頼

を受けた。同日，司法書士法務太郎は，事実関係に基づく登記の申請を行った。 

同年 6月 26日，司法書士法務太郎は，関係当事者全員から，事実関係 4及び 5の事実

に基づく登記の申請手続に必要な書類を受領し，登記の申請手続について代理すること

の依頼を受けた。 

同年 7 月 1 日，上記の事実関係に基づく登記完了後，別紙 1 の不動産及び別紙 2 の不

動産について，司法書士法務太郎は，関係当事者全員から，事実関係 6 の事実に基づく

登記の申請手続に必要な書類を受領し，登記の申請手続について代理することの依頼を

受けた。同日，司法書士法務太郎は，事実関係に基づく登記の申請を行った。 

以上に基づき，後記の問 1から問 4までに答えなさい。 

 

（事実関係） 

1 平成 29 年 4 月 17 日，2 番根抵当権の共有者であるＸ株式会社(別紙 8)，Ｙ株式

会社(別紙 9)及び関係当事者は，2 番根抵当権の共有状態を解消することを約し，

Ｘ株式会社については極度額 1,000 万円であって債務者をＢ株式会社とし，Ｙ株式

会社については極度額 2,000 万円であって債務者をＡ株式会社とする根抵当権をそ

れぞれ別個独立に有することとする合意をした。 

2 平成 29 年 4 月 26 日，Ｘ株式会社，Ｙ株式会社及びＶ株式会社は，Ｖ株式会社

（別紙 6）の有する抵当権をＹ株式会社の有する根抵当権よりも先順位とし，Ｘ株

式会社の有する根抵当権と同順位とする順位変更の合意をした。また，平成 29年 4

月 28日に利害関係人の承諾が得られている。 

3 平成 29 年 5 月 12 日，Ｂ株式会社(別紙 4)とＣ株式会社(別紙 5)との間で，吸収

分割が行われた。この吸収分割は，Ｂ株式会社の企画部門をＣ株式会社に承継させ

るものである。当該吸収分割における吸収分割契約書は，登記原因証明情報として
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適法に作成されている。また，当事者間において，当該根抵当権で担保すべき債権

の範囲を会社分割後にＣ株式会社がＸ株式会社に対して負担する債務のみとする合

意が成立している。 

4 平成 29 年 6 月 14 日，本件不動産の所有者は，Ｘ株式会社に対し，事実関係 3の

吸収分割があったことを理由とするＸ株式会社が有する根抵当権の元本の確定を請

求した。 

5 平成 29 年 6 月 25 日，Ｘ株式会社は，自己の有する根抵当権の被担保債権を，Ｚ

株式会社（別紙 10）に譲渡した。 

6 平成 29 年 6 月 28 日，Ｃ株式会社とＷ株式会社（別紙 7）との間で，別紙 1 の不

動産の乙区 1 番で登記されている抵当権の被担保債権の弁済に代えて，別紙 2 の不

動産の所有権をＷ株式会社に対し代物弁済をする旨の契約が締結された。 

 

問 1 上記（事実関係）に基づき，司法書士法務太郎により平成 29 年 4 月 28 日に申請

された申請情報について，申請がされた順に申請情報の内容である登記の目的，登

記記録の｢権利者その他の事項｣欄に記録される事項及び当該記録される事項に含

まれない申請人(以下｢申請事項等｣という。問 2 及び問 4 において同じ｡)，添付

情報並びに登録免許税額について，第 1問答案用紙の第 1欄に記載しなさい。 

問 2 上記（事実関係）に基づき，司法書士法務太郎により平成 29 年 5 月 15 日に申請

された申請情報について，申請がされた順に申請情報の内容である登記の目的，申

請事項等及び登録免許税額について，第 1問答案用紙の第 2欄に記載しなさい。 

問 3 上記（事実関係）に基づき，司法書士法務太郎が平成 29 年 6 月 26 日に依頼を受

けた登記申請について，申請すべき登記がある場合には，申請がされた順に申請

情報の内容である登記の目的，登記原因及びその日付について，第 1 問答案用紙

の第 3欄に記載しなさい（申請すべき登記が 2 件以上ある場合には，実線で区切

って記載し，何件目の申請かを明示して記載しなさい。）。なお，申請すべき

登記がない場合には，第 1 問答案用紙の第 3 欄に，その旨及びその理由を簡潔

に記載しなさい。 

問 4 上記（事実関係）に基づき，司法書士法務太郎により平成 29年 7 月 1日に申請さ

れた申請情報について，申請がされた順に申請情報の内容である登記の目的，申請

事項等，添付情報及び登録免許税額について，第 1 問答案用紙の第 4 欄に記載しな

さい。 
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（答案作成に当たっての注意事項） 

1 第 1 問答案用紙の第 1 欄，第 2 欄及び第 4 欄の申請事項等欄の｢上記以外の申請

事項等｣欄に申請人又はその他の者についての解答を記載するに当たっては，次の

要領で行うこと。 

(1) ｢権利者｣，｢申請人｣，｢(被承継会社)｣等の表示も記載するほか，持分の表示が

必要な場合は，持分の表示も，記載する。 

(2) 住所，本店は，記載することを要しない。 

(3)法人の代表機関を記載すべき場合には，代表機関の資格及び氏名を記載する

（債務者を除く）。 

2 会社法人等番号を提供する方法により登記の申請手続をすることができる登記に

ついては，会社法人等番号を提供する申請人等の記載の後に続けて，当該申請人等

の会社法人等番号を括弧書きで｢(会社法人等番号 0000-00-000000)｣の要領で記載

する。会社法人等番号は次の〔表〕のとおりとする。 

 

〔表〕 

商  号 会社法人等番号 

Ａ株式会社 0133－01－000365 

Ｂ株式会社 0100－01－000366 

Ｃ株式会社 0100－01－000367 

Ｖ株式会社 0114－01－000368 

Ｗ株式会社 0111－01－000369 

Ｘ株式会社 0104－01－000370 

Ｙ株式会社 0105－01－000371 

Ｚ株式会社 0111－01－000372 

 

3 第 1 問答案用紙の第 1 欄及び第 4 欄の添付情報の欄に解答を記載するに当たっ

ては，次の要領で行うこと。 

(1) 添付情報の解答は，その登記の申請に必要な添付情報を後記【添付情報一覧】

から選択し，その記号(アからヤまで)を記載する。 
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(2) 法令の規定により添付を省略することができる情報及び提供されたものとみ

なされる情報についても，後記【添付情報一覧】から選択し，その記号(アから

ヤまで)を記載する。 

(3) 後記【添付情報一覧】のアからヤまでに掲げられた情報以外の情報(登記原因

証明情報等)は，記載することを要しない。 

(4) 後記【添付情報一覧】のモ又はヤの一方又は双方を記載するときは，それぞ

れの記号の後に続けて，当該添付情報の作成者の氏名又は名称を括弧書きで

｢(何某のもの)｣の要領で記載する。 

(5) 添付情報のうち，登記の申請に際して有効期限の定めがあるものは，登記の

申請時において，全て有効期限内であるものとする。 

4 第 1 問 答案用紙の第 1欄，第 2欄及び第 4欄の各項目の欄に申請すべき登記の

申請情報等の内容を記載するに当たり，記載すべき情報等がない場合には，その欄

に｢なし｣と記載すること。 

5 申請すべき登記がない場合には，第 1 欄，第 2 欄及び第 4 欄の登記の目的欄に

｢不要｣と記載すること。 

6 登記を申請するについて，関係当事者の同意又は承諾が必要な場合には，当該同

意又は承諾は，問題文に明記されているものを除き，すべて事前に得られているも

のとする。また，法律上必要な書類は，すべて適式に作成されているものとする。

各問については，答案用紙の各欄に指示された件数の範囲内で，事実関係に基づき

申請することのできるすべての登記の申請をするものとする。 

7 登記の申請は，申請件数及び登録免許税額が最少となるようにする。 

8 必要な登記の申請情報及び申請情報と併せて提供することが必要な情報の提供の

方法は，書面を提出する方法(ただし，磁気ディスクを提出する方法を除く｡)によ

るものとする。なお，登記識別情報の通知がされるべき者に対しては，登記識別情

報の通知が行われたものとする。 

9 別紙 1 の不動産の課税標準の額は，いずれも 1,000 万円であり，別紙 2 の不動産

の課税標準の額は，777 万 7,000 円である。なお，租税特別措置法による税の減免

の適用はないものとする。 

10 数字を記載する場合は，算用数字を使用する。 

11 訂正，加入又は削除をしたときは，押印や字数を記載することは要しないが，
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訂正は訂正すべき字句に線を引き近接箇所に正書し，加入は加入する部分を明示し

て行い，削除は削除すべき字句に線を引いて，その内容が明確に分かるようにす

る。 

12 別紙 1 及び 2 の全部事項証明書並びに別紙 3 から 10 までの履歴事項一部証明書

は，実際の様式と異なっている。また，別紙中，同一氏名の者は同一人物であるも

のとする。 
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【添付情報一覧】 

ア 甲土地甲区 2番の登記識別情報 

イ 甲土地乙区 1番の登記識別情報 

ウ 甲土地乙区 2番の登記識別情報 

エ 甲土地乙区 2 番付記 1 号の登記識別

情報 

オ 甲土地乙区 3番の登記識別情報 

カ 乙土地甲区 2番の登記識別情報 

キ 乙土地乙区 1番の登記識別情報 

ク 乙土地乙区 2番の登記識別情報 

ケ 乙土地乙区 2 番付記 1 号の登記識別

情報 

コ 乙土地乙区 3番の登記識別情報 

サ 丙土地甲区 2番の登記識別情報 

シ 丙土地乙区 1番の登記識別情報 

ス 丙土地乙区 2番の登記識別情報 

セ 丙土地乙区 2 番付記 1 号の登記識別

情報 

ソ 丙土地乙区 3番の登記識別情報 

タ 丁土地甲区 2番の登記識別情報 

チ 平成 29 年 4 月 28 日付け申請により

通知される登記識別情報 

ツ 平成 29 年 5 月 15 日付け申請により

通知される登記識別情報 

テ Ａ株式会社の印鑑に関する証明書 

ト Ｂ株式会社の印鑑に関する証明書 

ナ Ｃ株式会社の印鑑に関する証明書 

ニ Ｖ株式会社の印鑑に関する証明書 

ヌ Ｗ株式会社の印鑑に関する証明書 

ネ Ｘ株式会社の印鑑に関する証明書 

ノ Ｙ株式会社の印鑑に関する証明書 

ハ Ｚ株式会社の印鑑に関する証明書 

ヒ Ａ株式会社の代表者佐藤三郎の委任

状 

フ Ｂ株式会社の代表者田中四郎の委任

状 

へ Ｃ株式会社の代表者佐藤三郎の委任

状 

ホ Ｖ株式会社の代表者浜田六郎の委任

状 

マ Ｗ株式会社の代表者佐藤三郎の委任

状 

ミ Ｘ株式会社の代表者阿部一郎の委任

状 

ム Ｙ株式会社の代表者加藤二郎の委任

状 

メ Ｚ株式会社の代表者中田五郎の委任

状 

モ 登記原因につき第三者の許可，同意

又は承諾を証する情報及び当該情報

の作成者の印鑑に関する証明書 

ヤ 登記上の利害関係を有する第三者の

承諾を証する情報及び当該情報の作

成者の印鑑に関する証明書 
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(別紙 1 ) 

表題部(土地の表示) 調製 (省略) 不動産番号 (省略) 

（中略） 

① 地 番 ② 地 目 ③ 地  積  ㎡ 原因及びその日付[登記の日付] 

（省略） 宅地 （省略）  (省略) 

（以下省略） 

 

権 利 部( 甲 区 )（ 所 有 権 に 関 す る 事 項 ） 

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項 

1 (省略) (省略) (省略) 

2 所有権移転 平成 24年 6月 22日 
第 622号 

原因 平成24年6月22日売買 
所有者 豊島区東池袋一丁目1番1号 

Ａ株式会社 

 

権 利 部( 乙 区 )（ 所 有 権 以 外 の 権 利 に 関 す る 事 項 ） 

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項 

1 
 

抵当権設定 平成 24年 7月 20日 
第 1002号 

原因 平成24年7月20日金銭消費貸借同日設定 
債権額 金2000万円 
債務者 文京区春日七丁目7番7号 

Ｃ株式会社 
抵当権者 新宿区西新宿四丁目4番4号 

Ｗ株式会社 
共同担保 目録（あ）第 123号 

付記 1号 1 番抵当権の 2 番根
抵当権への順位譲渡 

平成 26年 6月 20日 
第 972号 

原因 平成26年6月20日順位譲渡 

2 
（1付 1） 

根抵当権設定 平成 25年 9月 29日 
第 1273号 

原因 平成25年9月29日設定 
極度額 金3000万円 
債権の範囲 銀行取引 
債務者 千代田区九段南二丁目2番2号 
     Ｂ株式会社 

根抵当権者 港区芝公園三丁目3番3号 
Ｘ株式会社 
台東区東上野五丁目5番5号 
Ｙ株式会社 

共同担保 目録（あ）第 428号 

付記 1号 2番根抵当権転抵当 平成 27年 7月 20日 
第 1104号 

原因 平成27年7月20日金銭消費貸借同日設定 
債権額 金1000万円 
債務者 台東区東上野五丁目5番5号 

Ｙ株式会社 
転抵当権者 新宿区西新宿六丁目6番6号 

Ｚ株式会社 
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3 
 

抵当権設定 平成 26年 5月 10日 
第 666号 

原因 平成26年5月10日金銭消費貸借同日設定 
債権額 金2000万円 
債務者 豊島区東池袋一丁目1番1号 

Ａ株式会社 
抵当権者 板橋区板橋四丁目4番4号 

Ｖ株式会社 
共同担保 目録（あ）第 155号 

 

これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。 

 

平成 29年 4月 15日 

東京法務局                  登記官     甲野 一郎 印 

 

∗  下線のあるものは抹消事項であることを示す。 
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(別紙 2 ) 

表題部(土地の表示) 調製 (省略) 不動産番号 (省略) 

（中略） 

① 地 番 ② 地 目 ③ 地  積  ㎡ 原因及びその日付[登記の日付] 

（省略） 宅地 （省略）  (省略) 

（以下省略） 

 

権 利 部( 甲 区 )（ 所 有 権 に 関 す る 事 項 ） 

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項 

1 (省略) (省略) (省略) 

2 所有権移転 平成 25年 7月 22日 
第 722号 

原因 平成24年6月22日売買 
所有者 文京区春日七丁目7番7号 

Ｃ株式会社 

 

※乙区に関する登記記録はない。 

 

これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。 

 

平成 29年 4月 15日 

東京法務局                  登記官     甲野 一郎 印 

 

∗  下線のあるものは抹消事項であることを示す。 
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(別紙 3 ) 

履歴事項一部証明書(抜粋) 

会社法人等番号 0133－01－000365 

商号 Ａ株式会社 

本店 豊島区東池袋一丁目1番1号 

公告をする方法 官報に掲載してする 

会社成立の年月日 平成 10年 10月 1日 

役員に関する事項 （住所省略） 

代表取締役 佐藤三郎 

取締役会設置会社に関

する事項 

取締役会設置会社 

監査役設置会社に関す

る事項 

監査役設置会社 

 

これは登記記録に記録されている閉鎖されていない事項の一部であることを証明

した書面である。 

 

（中略） 

 

∗   下線のあるものは抹消事項であることを示す。 
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(別紙 4 ) 

履歴事項一部証明書(抜粋) 

会社法人等番号 0100－01－000366 

商号 Ｂ株式会社 

本店 千代田区九段南二丁目2番2号 

公告をする方法 官報に掲載してする 

会社成立の年月日 平成 8年 8月 10日 

役員に関する事項 （住所省略） 

代表取締役 田中四郎 

会社分割 平成 29 年 5 月 12 日文京区春日七丁目 7 番 7 号Ｃ株式会社に分割 

（省略） 

取締役会設置会社に関

する事項 

取締役会設置会社 

監査役設置会社に関す

る事項 

監査役設置会社 

 

これは登記記録に記録されている閉鎖されていない事項の一部であることを証明

した書面である。 

 

（中略） 

 

∗   下線のあるものは抹消事項であることを示す。 
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(別紙 5 ) 

履歴事項一部証明書(抜粋) 

会社法人等番号 0100－01－000367 

商号 Ｃ株式会社 

本店 文京区春日七丁目7番7号 

公告をする方法 官報に掲載してする 

会社成立の年月日 平成 6年 9月 17日 

役員に関する事項 （住所省略） 

代表取締役 佐藤三郎 

会社分割 平成 29 年 5 月 12 日千代田区九段南二丁目 2 番 2 号Ｂ株式会社か

ら分割 

（省略） 

取締役会設置会社に関

する事項 

取締役会設置会社 

監査役設置会社に関す

る事項 

監査役設置会社 

 

これは登記記録に記録されている閉鎖されていない事項の一部であることを証明

した書面である。 

 

（中略） 

 

∗   下線のあるものは抹消事項であることを示す。 
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(別紙 6 ) 

履歴事項一部証明書(抜粋) 

会社法人等番号 0114－01－000368 

商号 Ｖ株式会社 

本店 板橋区板橋四丁目4番4号 

公告をする方法 官報に掲載してする 

会社成立の年月日 平成 6年 10月 1日 

役員に関する事項 （住所省略） 

代表取締役 浜田六郎 

監査役設置会社に関す

る事項 

監査役設置会社 

 

これは登記記録に記録されている閉鎖されていない事項の一部であることを証明

した書面である。 

 

（中略） 

 

∗   下線のあるものは抹消事項であることを示す。 

 

※ 取締役会設置会社である旨の記録はない。 
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(別紙 7 ) 

履歴事項一部証明書(抜粋) 

会社法人等番号 0111－01－000369 

商号 Ｗ株式会社 

本店 新宿区西新宿四丁目4番4号 

公告をする方法 官報に掲載してする 

会社成立の年月日 平成 7年 1月 20日 

役員に関する事項 （住所省略） 

代表取締役 佐藤三郎 

取締役会設置会社に関

する事項 

取締役会設置会社 

監査役設置会社に関す

る事項 

監査役設置会社 

 

これは登記記録に記録されている閉鎖されていない事項の一部であることを証明

した書面である。 

 

（中略） 

 

∗   下線のあるものは抹消事項であることを示す。 
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(別紙 8 ) 

履歴事項一部証明書(抜粋) 

会社法人等番号 0104－01－000370 

商号 Ｘ株式会社 

本店 港区芝公園三丁目3番3号 

公告をする方法 官報に掲載してする 

会社成立の年月日 平成 5年 10月 1日 

役員に関する事項 （住所省略） 

代表取締役 阿部一郎 

監査役設置会社に関す

る事項 

監査役設置会社 

 

これは登記記録に記録されている閉鎖されていない事項の一部であることを証明

した書面である。 

 

（中略） 

 

∗   下線のあるものは抹消事項であることを示す。 

 

※ 取締役会設置会社である旨の記録はない。 
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(別紙 9 ) 

履歴事項一部証明書(抜粋) 

会社法人等番号 0105－01－000371 

商号 Ｙ株式会社 

本店 台東区東上野五丁目5番5号 

公告をする方法 官報に掲載してする 

会社成立の年月日 平成 12年 5月 1日 

役員に関する事項 （住所省略） 

代表取締役 加藤二郎 

取締役会設置会社に関

する事項 

取締役会設置会社 

監査役設置会社に関す

る事項 

監査役設置会社 

 

これは登記記録に記録されている閉鎖されていない事項の一部であることを証明

した書面である。 

 

（中略） 

 

∗   下線のあるものは抹消事項であることを示す。 
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(別紙 10 ) 

履歴事項一部証明書(抜粋) 

会社法人等番号 0111－01－000372 

商号 Ｚ株式会社 

本店 新宿区西新宿六丁目6番6号 

公告をする方法 官報に掲載してする 

会社成立の年月日 平成 5年 7月 1日 

役員に関する事項 （住所省略） 

代表取締役 中田五郎 

監査役設置会社に関す

る事項 

監査役設置会社 

 

これは登記記録に記録されている閉鎖されていない事項の一部であることを証明

した書面である。 

 

（中略） 

 

∗   下線のあるものは抹消事項であることを示す。 

 

※ 取締役会設置会社である旨の記録はない。 
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【解答例】 

第 1欄 

1件目（減点限度枠…4点） 

登記の目的 2番共同根抵当権分割譲渡 

申

請

事

項

等 

登記原因 

及びその日付 

平成 29年 4月 17日分割譲渡 

上記以外の 

申請事項等 

（根抵当権の表示） 

平成 25年 9月 29日受付第 1273号 

原因 平成 25年 9月 29日設定 

極度額 金 1000万円(分割後の原根抵当権の極度額金 2000万円) 

債権の範囲 銀行取引 

債務者 Ｂ株式会社 

共同担保目録（あ）第 428号 

権利者 Ｘ株式会社  

（会社法人等番号 0104－01－000370） 

代表取締役 阿部一郎 

義務者 Ｘ株式会社 

（会社法人等番号 0104－01－000370） 

代表取締役 阿部一郎 

Ｙ株式会社 

（会社法人等番号 0105－01－000371） 

代表取締役 加藤二郎 

添付情報 登記原因証明情報 

登記識別情報(別紙 1 の不動産の乙区 2 番のＸ株式会社及びＹ株式

会社の登記識別情報) ウ，ク，ス 

代理権限証明情報(Ｘ株式会社及びＹ株式会社の代表者の委任状) 

ミ，ム 

会社法人等番号 

承諾証明情報 モ（Ａ株式会社のもの），ヤ（Ｚ株式会社のもの） 

登録免許税額 金 2万円 

2件目（減点限度枠…4点） 

登記の目的 2番（あ）共同根抵当権共有者Ｘ株式会社の権利移転 

申

請

登記原因 

及びその日付 

平成 29年 4月 17日放棄 
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事

項

等 

上記以外の 

申請事項等 

権利者 Ｙ株式会社  

（会社法人等番号 0105－01－000371） 

代表取締役 加藤二郎 

義務者 Ｘ株式会社  

（会社法人等番号 0104－01－000370） 

代表取締役 阿部一郎 

添付情報 登記原因証明情報 

登記識別情報(別紙 1 の不動産の乙区 2 番のＸ株式会社の登記識別

情報) ウ，ク，ス 

代理権限証明情報(Ｘ株式会社及びＹ株式会社の代表者の委任状)

ミ，ム 

会社法人等番号 

登録免許税額 金 2万円 

3件目（減点限度枠…4点） 

登記の目的 2番（あ）共同根抵当権変更 

申

請

事

項

等 

登記原因 

及びその日付 

平成 29年 4月 17日変更 

上記以外の 

申請事項等 

変更後の事項 

債務者 Ａ株式会社 

権利者 Ｙ株式会社  

（会社法人等番号 0105－01－000371） 

代表取締役 加藤二郎 

義務者 Ａ株式会社  

（会社法人等番号 0133－01－000365） 

代表取締役 佐藤三郎 

添付情報 登記原因証明情報（本問では記載することを要しない。） 

登記識別情報(別紙 1 の不動産の甲区 2 番のＡ株式会社の登記識別

情報) ア，カ，サ 

印鑑証明情報（Ａ株式会社の代表者の印鑑証明書） テ 

代理権限証明情報(Ｙ株式会社及びＡ株式会社の代表者の委任状) 

ム，ヒ 

会社法人等番号  

登録免許税額 金 3000円 

 

  



2017小玉塾・記述模試（不動産登記） 解説 

 

 - 22 - 

4件目（減点限度枠…4点） 

登記の目的 2番（あ），2番（い），3番順位変更 

申

請

事

項

等 

登記原因 

及びその日付 

平成 29年 4月 28日合意 

上記以外の 

申請事項等 

変更後の順位 

第 1 2番（い）根抵当権 3番抵当権 

第 2 2番（あ）根抵当権 

申請人 Ｘ株式会社 

（会社法人等番号 0104－01－000370） 

代表取締役 阿部一郎 

Ｙ株式会社  

（会社法人等番号 0105－01－000371） 

代表取締役 加藤二郎 

Ｖ株式会社  

（会社法人等番号 0114－01－000368） 

代表取締役 浜田六郎 

添付情報 登記原因証明情報 

登記識別情報（別紙 1の不動産の乙区 2番（い）のＸ株式会社の登記識

別情報，別紙 1 の不動産の乙区 2 番（あ）のＹ株式会社の登記識別情

報，別紙 1 の不動産の乙区 3 番のＶ株式会社の登記識別情報） ウ，

ク，ス，チ，オ，コ，ソ 

代理権限証明情報(Ｘ株式会社，Ｙ株式会社及びＶ株式会社の代表者の

委任状) ミ，ム，ホ 

承諾証明情報 ヤ（Ｗ株式会社及びＺ株式会社のもの） 

会社法人等番号 

登録免許税額 金 9000円 

 

第 2欄 

1件目（減点限度枠…3点） 

登記の目的 2番（い）根抵当権変更 

申

請

事

項

等 

登記原因 

及びその日付 

平成 29年 5月 12日会社分割 

上記以外の 

申請事項等 

変更後の事項 

債務者 Ｂ株式会社 

Ｃ株式会社 

権利者 Ｘ株式会社  
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（会社法人等番号 0104－01－000370） 

代表取締役 阿部一郎 

義務者 Ａ株式会社  

（会社法人等番号 0133－01－000365） 

代表取締役 佐藤三郎 

登録免許税額 金 3000円 

2件目（減点限度枠…3点） 

登記の目的 2番（い）共同根抵当権変更 

申

請

事

項

等 

登記原因 

及びその日付 

平成 29年 5月 12日変更 

上記以外の 

申請事項等 

変更後の事項 

債権の範囲 銀行取引（ただし，Ｃ株式会社が会社分割後に負担

するものに限る。） 

債務者 Ｃ株式会社 

権利者 Ａ株式会社  

（会社法人等番号 0133－01－000365） 

代表取締役 佐藤三郎 

義務者 Ｘ株式会社  

（会社法人等番号 0104－01－000370） 

代表取締役 阿部一郎 

登録免許税額 金 3000円 

 

第 3欄（減点限度枠…3点） 

申請すべき登記はない。 

債務者の会社分割を理由とする元本確定請求は，会社分割があった後 1 か月以内にし

なければならないところ，元本確定請求時には，すでに 1か月を経過している。 

従って，2 番（い）根抵当権の元本はいまだ確定しておらず，元本確定の登記を申請す

ることができない。 

また，2 番（い）根抵当権の元本は，いまだ確定しておらず，随伴性がないため，根抵

当権の被担保債権が譲渡されても，それによって根抵当権が移転することはない。 

従って，2番（い）根抵当権の移転の登記を申請することはできない。 
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第 4欄 

1件目（減点限度枠…5点） 

登記の目的 所有権移転 

申

請

事

項

等 

登記原因 

及びその日付 

平成 29年 6月 28日代物弁済 

上記以外の 

申請事項等 

権利者 Ｗ株式会社 

（会社法人等番号 0111－01－000369） 

代表取締役 佐藤三郎 

義務者 Ｃ株式会社 

（会社法人等番号 0100－01－000367） 

代表取締役 佐藤三郎 

添付情報 登記原因証明情報 

登記識別情報（別紙 2の不動産の甲区 2番のＣ株式会社の登記識別情

報） タ 

印鑑証明情報（Ｃ株式会社の代表者の印鑑証明書） ナ 

代理権限証明情報（Ｗ株式会社の代表者及びＣ株式会社の代表者の委

任状） マ，へ 

承諾証明情報 モ（Ｗ株式会社及びＣ株式会社のもの） 

会社法人等番号 

住所証明情報（会社法人等番号の記載により添付省略） 

登録免許税額 金 15万 5500円 

2件目（減点限度枠…5点） 

登記の目的 1番抵当権抹消 

申

請

事

項

等 

登記原因 

及びその日付 

平成 29年 7月 1日代物弁済 

上記以外の 

申請事項等 

権利者 Ａ株式会社  

（会社法人等番号 0133－01－000365） 

代表取締役 佐藤三郎 

義務者 Ｗ株式会社  

（会社法人等番号 0111－01－000369） 

代表取締役 佐藤三郎 

添付情報 登記原因証明情報 

登記識別情報(別紙 1 の不動産の乙区 1 番のＷ株式会社の登記識別

情報) イ，キ，シ 

代理権限証明情報(Ｗ株式会社の代表者及びＡ株式会社の代表者の委

任状) マ，ヒ 

会社法人等番号 

承諾証明情報 ヤ（Ｘ株式会社，Ｙ株式会社及びＺ株式会社のもの） 

登録免許税額 金 3000円 
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自己採点基準について 

自己採点は，すべて減点方式とさせていただきます。 

 

＜原則的な自己採点基準＞ 

・各解答欄につき，登記の目的，登記原因及びその日付，申請人の氏名又

は名称の間違いは，1箇所でも誤りがあれば，それぞれ「－1点」 

・添付情報については，1 箇所の誤りにつき「－0.5 点」としてください。 

・登録免許税額については，誤りにつき「－1点」としてください。 

・記載すべきでないものを記載した場合も，それぞれ上記の減点方法に従

って減点していってください。 

 

＜枠ズレ用追加減点＞ 

第1欄 

・ワクが完全にはまっていない限り，「－16点」 

 

※なお，自己採点基準に関する個別のご質問は，果てしない議論を生みますので，一切お答えしない

こととさせてください。 
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本問のポイントとなる論点チェック表 

 

＜解答第 1欄＞ 

□ Ａ及びＢが準共有する元本の確定前の根抵当権について，一の申請情報により分割譲渡を

原因として直ちにＡ及びＢそれぞれ単有の根抵当権とする旨の登記を申請することはでき

ない（択一Ｈ21－26－イ）。 

□ 根抵当権の共有者の 1人のみについての権利の分割譲渡による移転の登記は，することが

できない（択一Ｈ6－13－ア）。 

□ 登記官は，同順位である 2以上の権利に関する登記をするときは，順位番号に当該登記を

識別するための符号を付さなければならない（不登規 147条 2項）。 

□ 登記官は，（主登記による）根抵当権の分割譲渡の順位番号を記録したときは，当該順位

番号及び分割前の根抵当権の登記の順位番号にそれぞれ不動産登記規則 147 条 2 項の符号

を付さなければならない（不登規 165条 3項）。 

□ 根抵当権の分割譲渡があった場合においては，分割前の根抵当権の極度額の減額による変

更の登記は，登記官の職権によってなされる（択一Ｈ10－25－イ）。 

□ 同一の登記所の管轄区域内にある 2以上の不動産について申請する登記が，同一の債権を

担保する先取特権，質権又は抵当権（根抵当権）に関する登記であって，「登記の目的」が

同一であるときは，一の申請情報で申請することができる（不登令 4 条ただし書，不登規

35条 10号）。 

□ 根抵当権の分割譲渡をするには，設定者の承諾及び利害関係人の承諾が必要である（択一

Ｈ7－22－エ）。 

□ 元本の確定前に，根抵当権の共有者の権利の譲渡による移転の登記を申請する場合には，

申請情報と併せて，根抵当権設定者の承諾及び他の共有者の同意を証する情報を提供しな

ければならない（択一Ｈ6－13－エ）。これに対し，根抵当権の共有者の権利の放棄による

移転の登記を申請する場合には，申請情報と併せて，根抵当権設定者の承諾及び他の共有

者の同意を証する情報を提供する必要はない。 

□ 順位変更に係る抵当権が共同抵当権であり，その対象不動産が同一の管轄区域内にある場

合において，各不動産についての順位変更に係る抵当権の順位番号及び変更後の順位が同

一であるときは，抵当権の順位変更の登記は，一の申請情報によってすることができる

（不登規 35条 10号）。 

□ Ｅの 2番抵当権に対して順位の譲渡をしている 1番抵当権者Ｃは，Ｇの 4番抵当権を第 1

順位，Ｅの 2 番抵当権を第 2 順位とする順位変更の登記を申請する場合の登記上の利害関

係人に当たる（択一Ｈ14－22－4）。 
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＜解答第 2欄＞ 

□ 元本の確定前にその債務者を分割をする会社とする分割があったときは，根抵当権は，分

割の時に存する債務のほか，分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割

をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会

社が分割後に負担する債務を担保する（民法 398条の 10第 2項）。 

□ Ａ株式会社が所有する不動産にＡ株式会社を債務者，Ｂを根抵当権者とする根抵当権の設

定の登記がされていたところ，Ａ株式会社を吸収分割会社，Ｃ株式会社を吸収分割承継会

社とする会社分割があった場合において，当該根抵当権で担保すべき債権の範囲を会社分

割後にＣ株式会社がＢに対して負担する債務のみとする合意が成立しているときであって

も，当該根抵当権の債務者を直接Ｃ株式会社に変更することはできない（択一Ｈ23－20－

オ）。 

□ 根抵当権の債務者の変更をした場合，変更後の債務者の負担する債務であって債権の範囲

に属するものは，既発生のものも，変更後に生ずるものも，すべて担保されることになる。 

 

＜解答第 3欄＞ 

□ 根抵当権者の債務者の会社分割を理由とする元本確定請求は，根抵当権設定者が会社分割

のあったことを知った日から 2 週間を経過したときは，することができない。会社分割の

日から 1 か月を経過したときも，同様にすることができない（民法 398 条の 10 第 3 項，

398条の 9第 5項）。 

 

＜解答第 4欄＞ 

□ 甲株式会社と乙株式会社（いずれも取締役会設置会社）の代表取締役が同一人である場合

において，甲株式会社名義の不動産につき，甲株式会社から乙株式会社への売買を登記原

因とする所有権の移転の登記を申請するときは，甲株式会社及び乙株式会社の取締役会の

承認を受けたことを証する情報を提供する必要がある（択一Ｈ22－26－ア）。 

□ 取締役会設置会社の代表取締役が所有する不動産を代物弁済を原因として当該取締役会設

置会社に対する所有権移転登記を申請する場合，申請情報と併せて取締役会議事録を提供

することを要する（登研 367P.135）。 

□ 債務者が，債権者の承諾を得て，その負担した給付に代えて他の給付をしたときは，その

給付は，弁済と同一の効力を有する（民法 482 条）。代物弁済は弁済と同一の効力を有する

のであるから，それが有効になされれば債権は消滅し，その担保権も付従性により消滅す

る。 

□ 代物弁済による所有権移転登記の登記原因日付は，代物弁済契約の日である。 

□ 定率課税で算出した登録免許税の額は，100 円未満切り捨て（国税通則法 119 条 1 項）。

なお，課税標準金額については，1,000 円未満切り捨て（登免法 15 条，国税通則法 118 条

1項）。 
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□ 代物弁済の給付の内容として不動産所有権の移転が約されたときは，所有権の移転は当事

者の意思表示のみによって生じるが，債務の消滅の効果を生じるためには，所有権移転の

登記を完了しなければならない（最判昭 39.11.26）。 

□ 同一の登記所の管轄区域内にある 2以上の不動産について申請する登記が，同一の債権を

担保する先取特権，質権又は抵当権に関する登記であって，「登記の目的」が同一であると

きは，一の申請情報によって申請することができる（不登規 35 条 10 号，不登令 4 条ただ

し書）。 

□ 権利に関する登記の抹消は，登記上の利害関係を有する第三者がある場合には，当該第三

者の承諾があるときに限り，申請することができる（不登法 68条）。 

□ Ｘを抵当権者とする順位 3番の抵当権のための順位譲渡の登記がされている順位 1番の抵

当権の抹消の登記を申請する場合には，申請書にＸの承諾証明情報を添付することを要す

る（択一Ｈ7－20－4）。 
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論点１ 根抵当権の処分及び変更（解答第 1欄） 

 

 解 説  

 

１．権利関係の変動及び申請すべき登記 

2 番根抵当権は，根抵当権者をＸ株式会社及びＹ株式会社，極度額を金 3000 万円，債権

の範囲を銀行取引，債務者をＢ株式会社とする根抵当権である。 

平成 29年 4月 17日，2番根抵当権の共有者であるＸ株式会社，Ｙ株式会社及び関係当事

者は，Ｘ株式会社については極度額金 1,000 万円，債務者Ｂ株式会社の根抵当権，Ｙ株式

会社については極度額金 2,000 万円，債務者Ａ株式会社の根抵当権をそれぞれ別個独立に

有することとする合意をした（事実関係 1）。 

この合意内容を実現する方法としては，数通りの申請方法が考えられるが，申請件数及び

登録免許税の額が最少となるように申請するには，次の方法による必要がある。 

 

（１）まず，Ｘ株式会社を登記権利者とし，Ｘ株式会社及びＹ株式会社を登記義務者として，

根抵当権の分割譲渡の登記を申請する。 

Ｘ株式会社を登記権利者とする理由は，Ｙ株式会社よりも極度額の安い根抵当権を取得

するＸ株式会社を登記権利者としたほうが登録免許税の額が安く済むからである。 

また，Ｘ株式会社及びＹ株式会社の双方を登記義務者とする理由は，根抵当権の共有者

の一方の権利のみを分割譲渡することは，認められていないからである。 

 

Ａ及びＢが準共有する元本の確定前の根抵当権について，一の申請情報により分割譲

渡を原因として直ちにＡ及びＢそれぞれ単有の根抵当権とする旨の登記を申請すること

はできない（択一Ｈ21－26－イ）。 

 

根抵当権の共有者の 1 人のみについての権利の分割譲渡による移転の登記は，するこ

とができない（択一Ｈ6－13－ア）。 

 

これで，Ｘ株式会社及びＹ株式会社の共有の根抵当権とは別個独立のＸ株式会社の根抵

当権が出来上がる。 

そして，この登記が実行されるときには，登記官の職権によって，Ｘ株式会社及びＹ株

式会社の共有の根抵当権については「（あ）」，Ｘ株式会社の根抵当権については「（い）」

の符号が付される。 
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登記官は，同順位である 2 以上の権利に関する登記をするときは，順位番号に当該登

記を識別するための符号を付さなければならない（不登規 147条 2項）。 

登記官は，（主登記による）根抵当権の分割譲渡の順位番号を記録したときは，当該

順位番号及び分割前の根抵当権の登記の順位番号にそれぞれ不動産登記規則 147 条 2 項

の符号を付さなければならない（不登規 165条 3項）。 

 

また，登記官の職権によって，分割前の根抵当権の極度額の減額変更の登記がされる。 

 

根抵当権の分割譲渡があった場合においては，分割前の根抵当権の極度額の減額によ

る変更の登記は，登記官の職権によってなされる（択一Ｈ10－25－イ）。 

 

（２）次に，2 番（あ）根抵当権について，Ｙ株式会社を登記権利者とし，Ｘ株式会社を登記

義務者として，根抵当権の準共有者の権利の放棄による根抵当権共有者Ｘ株式会社の権利

移転の登記を申請する。 

これで，別個独立のＹ株式会社の根抵当権と，Ｘ株式会社の根抵当権が出来上がる。 

 

（３）最後に，2 番（あ）根抵当権の債務者をＡ株式会社に変更する（分割譲渡時は，2 番

（あ）根抵当権の債務者はＢ株式会社のままだからである。）変更の登記を申請する。 

 

申請件数を最少とするため，この登記は，甲・乙・丙の土地につき一の申請情報で申請

する。 

 

同一の登記所の管轄区域内にある 2 以上の不動産について申請する登記が，同一の債

権を担保する先取特権，質権又は抵当権（根抵当権）に関する登記であって，「登記の

目的」が同一であるときは，一の申請情報で申請することができる（不登令 4 条ただし

書，不登規 35条 10号）。 

 

以上の方法により，事実関係 1の合意内容を実現することになる。 
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２．登記手続 

（１）根抵当権の分割譲渡の登記 

①登記の目的 

「2番共同根抵当権分割譲渡」と記載する。 

※なお，各不動産の順位番号が異なる共同根抵当権について分割譲渡の登記を申請する

場合には，目的を「共同根抵当権分割譲渡（順位番号後記のとおり）」として，「不

動産の表示」欄に各順位番号を記載することになる。 

②原因 

「平成 29年 4月 17日分割譲渡」と記載する。 

※登記原因日付は，「契約」と「設定者の承諾」と「利害関係人の承諾」のすべてが揃

った日である（答案作成に当たっての注意事項 6）。 

③登記事項 

「（根抵当権の表示） 

平成 25年 9月 29日受付第 1273号 

原因 平成 25年 9月 29日設定 

極度額 金 1000万円(分割後の原根抵当権の極度額金 2,000万円) 

債権の範囲 銀行取引 

債務者 Ｂ株式会社  

共同担保目録（あ）第 428号」と記載する。 

④申請人 

「権利者 Ｘ株式会社  

（会社法人等番号 0104－01－000370） 

代表取締役 阿部一郎 

義務者 Ｘ株式会社  

（会社法人等番号 0104－01－000370） 

代表取締役 阿部一郎 

Ｙ株式会社  

（会社法人等番号 0105－01－000371） 

代表取締役 加藤二郎」と記載する。 

⑤添付情報 

「登記原因証明情報」（本問では記載することを要しない。） 

「登記識別情報(別紙 1 の不動産の乙区 2 番のＸ株式会社及びＹ株式会社の登記識別情

報)」ウ，ク，ス 

「代理権限証明情報(Ｘ株式会社及びＹ株式会社の代表者の委任状)」ミ，ム 

「会社法人等番号」（本問では記載を要しない。） 

「承諾証明情報（Ａ株式会社及びＺ株式会社の承諾書）」モ，ヤ 

を提供する。 

※2 番根抵当権について転抵当権を取得しているＺ株式会社は，利害関係人となる。本
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問では，分割譲渡がされたことによって，2 番（い）根抵当権を目的とする部分の転

抵当権が消滅するからである（民法 398条の 12第 2項後段）。 

 

 

根抵当権の分割譲渡をするには，設定者の承諾及び利害関係人の承諾が必要である

（択一Ｈ7－22－エ）。 

 

※なお，本問において，1 番抵当権者のＷ株式会社が 2 番根抵当権に順位譲渡している

が，Ｗ株式会社は利害関係人とはならない。分割譲渡の前後でＷ株式会社の地位に変

更はないからである。 

※改正により，原則として申請情報に会社法人等番号を記録又は記載しなければならず，

従来必要とされていた申請人である法人の資格証明情報は添付を要しないこととなっ

た（不登令 7条 1項 1号）。 

 

根抵当権の分割譲渡の登記の添付情報は，登記原因証明情報（不登法 61条，不登令 7

条 1 項 5 号ロ），登記識別情報（不登法 22 条），代理権限証明情報（不登令 7 条 1 項 2

号），承諾証明情報（不登令 7条 1項 5号ハ）である。 

 

⑥登録免許税額 

「金 2万円」と記載する。 

分割によって移転した極度額金 1000万円が課税価格となり，金 1000万円×1000分の 2

＝金 2万円である。 

 

根抵当権の分割譲渡の登記の登録免許税額は，分割によって移転した極度額に 1000

分の 2を乗じて得た額である（登免法別表 1．1．（6）ロ）。 

 

（２）根抵当権の準共有者の権利放棄による根抵当権共有者の権利移転の登記 

①登記の目的 

「2番（あ）共同根抵当権共有者Ｘ株式会社の権利移転」と記載する。 

②原因 

「平成 29年 4月 17日放棄」と記載する。 

③申請人 

「権利者 Ｙ株式会社 

（会社法人等番号 0105－01－000371） 

代表取締役 加藤二郎 

義務者 Ｘ株式会社  

（会社法人等番号 0104－01－000370） 



2017小玉塾・記述模試（不動産登記） 解説 

 - 33 - 

代表取締役 阿部一郎」と記載する。 

④添付情報 

「登記原因証明情報」（本問では記載を要しない。） 

「登記識別情報(別紙 1の不動産の乙区 2番のＸ株式会社の登記識別情報)」ウ，ク，ス 

「代理権限証明情報(Ｘ株式会社及びＹ株式会社の代表者の委任状)」ミ，ム 

「会社法人等番号」（本問では記載を要しない。） 

を提供する。 

※他の共有者Ｙ株式会社の同意書や設定者Ａ株式会社の承諾書は，提供することを要し

ない。 

  

⑤登録免許税額 

「金 2万円」と記載する。 

2 番（あ）根抵当権の極度額金 2,000 万円を放棄前の共有者の数 2 で除した額である金

1,000万円を課税価格とし，金 1,000万円×1000分の 2＝金 2万円である。 

 

根抵当権共有者の権利移転登記の登録免許税額は，放棄前の準共有者の数で極度額を

除した額を課税標準金額として，課税標準金額に 1000 分の 2 を乗じた額となる（登免

法別表 1．1．（6）ロ）。 

 

（３）根抵当権の債務者の変更の登記 

①登記の目的 

「2番（あ）共同根抵当権変更」と記載する。 

②原因 

「平成 29年 4月 17日変更」と記載する。 

③登記事項 

「変更後の事項 

元本の確定前に，根抵当権の共有者の権利の譲渡による移転の登記を申請する場合に

は，申請情報と併せて，根抵当権設定者の承諾及び他の共有者の同意を証する情報を提

供しなければならない（択一Ｈ6－13－エ）。これに対し，根抵当権の共有者の権利の放

棄による移転の登記を申請する場合には，申請情報と併せて，根抵当権設定者の承諾及

び他の共有者の同意を証する情報を提供する必要はない。 

権利放棄による根抵当権共有者の権利移転の登記の添付情報は，登記原因証明情報

（不登法 61条，不登令 7条 1項 5号ロ本文），登記識別情報（不登法 22条），代理権限

証明情報（不登令 7条 1項 2号）である。 
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債務者 Ａ株式会社」と記載する。 

④申請人 

「権利者 Ｙ株式会社  

（会社法人等番号 0105－01－000371） 

代表取締役 加藤二郎 

義務者 Ａ株式会社  

（会社法人等番号 0133－01－000365） 

代表取締役 佐藤三郎」と記載する。 

⑤添付情報 

「登記原因証明情報」（本問では記載することを要しない。） 

「登記識別情報(別紙 1の不動産の甲区 2番のＡ株式会社の登記識別情報)」ア，カ，サ 

「印鑑証明情報（Ａ株式会社の代表者の印鑑証明書）」テ 

「代理権限証明情報(Ｙ株式会社及びＡ株式会社の代表者の委任状)」ム，ヒ 

「会社法人等番号」（本問では記載することを要しない。） 

を提供する。 

 

⑥登録免許税額 

「金 3,000円」と記載する。 

不動産の個数が 3個なので，金 3000円である。 

 

根抵当権の債務者の変更による根抵当権変更の登記の登録免許税額は，不動産の個数

1個につき金 1,000円である（登免法別表 1．1．（14））。 

  

債務者の変更による根抵当権変更の登記の添付情報は，登記原因証明情報（不登法 61

条，不登令 7 条 1 項 5 号ロ），登記識別情報（不登法 22 条），印鑑証明書（不登令 18 条

2項），代理権限証明情報（不登令 7条 1項 2号）である。 
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論点２ 抵当権の順位変更（解答第 1欄） 

 

 解 説  

 

１．権利関係の変動及び申請すべき登記 

平成 29 年 4 月 26 日，2 番（い）根抵当権の根抵当権者Ｘ株式会社，2 番（あ）根抵当権

の根抵当権者Ｙ株式会社及び 3 番抵当権の抵当権者Ｖ株式会社の合意により，抵当権の順

位変更がされた。 

また，平成 29年 4月 28日に利害関係人の承諾が得られている（事実関係 2）。 

 

変更後の順位は，第 1 2 番（い）根抵当権，3 番抵当権，第 2 2 番（あ）根抵当権であ

る。 

なお，別紙 1 の不動産の（根）抵当権及び合意内容については，（根）抵当権の順位番号

及び変更後の順位が同一であるので，1の申請情報によって申請する。 

 

順位変更に係る抵当権が共同抵当権であり，その対象不動産が同一の管轄区域内にあ

る場合において，各不動産についての順位変更に係る抵当権の順位番号及び変更後の順

位が同一であるときは，抵当権の順位変更の登記は，一の申請情報によってすることが

できる（不登規 35条 10号）。 

 

２．登記手続 

（１）抵当権の順位変更の登記  

①登記の目的 

「2番（あ），2番（い），3番順位変更」と記載する。 

②原因 

「平成 29年 4月 28日合意」と記載する。 

③登記事項 

「変更後の順位 

第 1 2番（い）根抵当権，3番抵当権 

第 2 2番（あ）根抵当権」と記載する。 

④申請人 

「申請人 Ｘ株式会社  

（会社法人等番号 0104－01－000370） 

代表取締役 阿部一郎 

Ｙ株式会社  

（会社法人等番号 0105－01－000371） 
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代表取締役 加藤二郎 

Ｖ株式会社  

（会社法人等番号 0114－01－000368） 

代表取締役 浜田六郎」と記載する。 

⑤添付情報 

「登記原因証明情報」（本問では記載することを要しない。） 

「登記識別情報（別紙 1の不動産の乙区 2番（い）のＸ株式会社の登記識別情報，別紙

1 の不動産の乙区 2 番（あ）のＹ株式会社の登記識別情報，別紙 1 の不動産の乙区 3

番のＶ株式会社の登記識別情報）ウ，ク，ス，チ，オ，コ，ソ 

「代理権限証明情報(Ｘ株式会社，Ｙ株式会社及びＶ株式会社の代表者の委任状)」ミ，

ム，ホ 

「承諾証明情報（Ｗ株式会社及びＺ株式会社の承諾書）」ヤ 

「会社法人等番号」（本問では，記載することを要しない。） 

※ 順位が下がる 2番（あ）根抵当権についての転抵当権者Ｚ株式会社及び 2番（あ）

根抵当権に順位の譲渡をしている 1 番抵当権者Ｗ株式会社は，順位変更の利害関係

人となる。 

 

Ｅの 2 番抵当権に対して順位の譲渡をしている 1 番抵当権者Ｃは，Ｇの 4 番抵当権を

第 1 順位，Ｅの 2 番抵当権を第 2 順位とする順位変更の登記を申請する場合の登記上の

利害関係人に当たる（択一Ｈ14－22－4）。 

 

抵当権の順位変更の登記の添付情報は，登記原因証明情報（不登法 61 条，不登令 7

条 1 項 5 号ロ），登記識別情報（不登法 22 条），代理権限証明情報（不登令 7 条 1 項 2

号）である。 

 

⑥登録免許税額 

「金 9,000円」と記載する。 

抵当権の個数は，9個（3個×不動産 3個）である。 

 

抵当権の順位変更の登記の登録免許税の額は，抵当権の件数 1 件につき 1,000 円であ

る（登免法別表 1.1.(8)）。 
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論点３ 会社分割による根抵当権の債務者の変更（解答第 2欄） 

論点４ 会社分割を原因とする元本確定請求（解答第 3欄） 

 

 解 説  

１．権利関係の変動及び申請すべき登記 

平成 29年 5月 12日，2番（い）根抵当権の債務者であるＢ株式会社とＣ株式会社との

間で，Ｃ株式会社を吸収分割承継会社とする吸収分割が行われた（事実関係 3）。 

よって，法律上当然に 2番（い）根抵当権の債務者は，Ｂ株式会社及びＣ株式会社とな

る。従って，会社分割を原因とする根抵当権の債務者の変更登記を申請することになる。 

 

元本の確定前にその債務者を分割をする会社とする分割があったときは，根抵当権

は，分割の時に存する債務のほか，分割をした会社及び分割により設立された会社又は

当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から

承継した会社が分割後に負担する債務を担保する（民法 398条の 10第 2項）。 

 

当事者間において，当該根抵当権で担保すべき債権の範囲を会社分割後にＣ株式会社が

Ｘ株式会社に対して負担する債務のみとする合意が成立しているが，このことについては，

会社分割を原因とする根抵当権の債務者の変更登記を申請した後，さらに根抵当権の債務

者の変更の登記を申請することになる。 

 

Ａ株式会社が所有する不動産にＡ株式会社を債務者，Ｂを根抵当権者とする根抵当権

の設定の登記がされていたところ，Ａ株式会社を吸収分割会社，Ｃ株式会社を吸収分割

承継会社とする会社分割があった場合において，当該根抵当権で担保すべき債権の範囲

を会社分割後にＣ株式会社がＢに対して負担する債務のみとする合意が成立していると

きであっても，当該根抵当権の債務者を直接Ｃ株式会社に変更することはできない（択

一Ｈ23－20－オ）。 

 

もっとも，「会社分割後にＣ株式会社がＸ株式会社に対して負担する債務のみ」とする

合意がされていることから，債務者の変更の登記を申請するだけでは，「会社分割後～の

み」という合意内容に反することになってしまう。 

 

根抵当権の債務者の変更をした場合，変更後の債務者の負担する債務であって債権の

範囲に属するものは，既発生のものも，変更後に生ずるものも，すべて担保されること

になる。 
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そこで，債務者の変更とともに，債権の範囲を「銀行取引（ただし，Ｃ株式会社が会社

分割後に負担するものに限る。）」と変更する必要がある。 

 

平成 29年 6月 14日，本件不動産の所有者であるＡ株式会社は，Ｘ株式会社に対し，事

実関係 3の吸収分割があったことを理由とする 2番（い）根抵当権の元本の確定を請求し

た（事実関係 4）。 

しかし，根抵当権者による債務者の会社分割を理由とする元本確定請求は，会社分割の

日から 1か月を経過するとすることができないところ，本問の元本確定請求は，会社分割

のあった平成 29年 5月 12日から 1か月以上経過した後になされている。 

従って，2番（い）根抵当権の元本はいまだ確定していない。 

 

根抵当権者の債務者の会社分割を理由とする元本確定請求は，根抵当権設定者が会社

分割のあったことを知った日から 2 週間を経過したときは，することができない。会社

分割の日から 1 か月を経過したときも，同様にすることができない（民法 398 条の 10

第 3項，398条の 9第 5項）。 

 

平成 29年 6月 25日，Ｘ株式会社は，自己の有する根抵当権の被担保債権を，Ｚ株式会

社に譲渡した（事実関係 5）。 

しかし，元本確定前の根抵当権には，随伴性がないため，この債権譲渡によって，根抵

当権が移転することはない。 

 

第 3欄 

申請すべき登記はない。 

債務者の会社分割を理由とする元本確定請求は，会社分割があった後 1 か月以内にし

なければならないところ，元本確定請求時には，すでに 1か月を経過している。 

従って，2 番（い）根抵当権の元本はいまだ確定しておらず，元本確定の登記を申請す

ることができない。 

また，2 番（い）根抵当権の元本は，いまだ確定しておらず，随伴性がないため，根抵

当権の被担保債権が譲渡されても，それによって根抵当権が移転することはない。 

従って，2番（い）根抵当権の移転の登記を申請することはできない。 

 

２．登記手続 

（１）会社分割による根抵当権の債務者の変更 

①登記の目的 

「2番（い）根抵当権変更」と記載する。 
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②原因 

「平成 29年 5月 12日会社分割」と記載する。 

③登記事項 

「変更後の事項 

債務者 Ｂ株式会社 

Ｃ株式会社」と記載する。 

④申請人 

「権利者 Ｘ株式会社  

（会社法人等番号 0104－01－000370） 

代表取締役 阿部一郎 

義務者 Ａ株式会社  

（会社法人等番号 0133－01－000365） 

代表取締役 佐藤三郎」と記載する。 

⑤添付情報（本問では，記載することを要しない。） 

「登記原因証明情報」 

「登記識別情報(別紙 1の不動産の甲区 2番のＡ株式会社の登記識別情報)」 

「印鑑証明情報（Ａ株式会社の代表者の印鑑証明書）」 

「代理権限証明情報(Ｘ株式会社及びＡ株式会社の代表者の委任状)」 

「会社法人等番号」 

を提供する。 

 

債務者の変更による根抵当権変更の登記の添付情報は，登記原因証明情報（不登法 61

条，不登令 7条 1項 5号ロ），登記識別情報（不登法 22条），印鑑証明書（不登令 18 条

2項），代理権限証明情報（不登令 7条 1項 2号）である。 

 

⑥登録免許税額 

「金 3,000円」と記載する。 

不動産の個数が 3個なので，金 3,000円である。 

 

債務者の変更による根抵当権変更の登記の登録免許税は，不動産の個数 1 個につき金

1,000円である（登免法別表 1.1.(14)）。 

 

（２）変更契約による根抵当権の債務者及び債権の範囲の変更 

①登記の目的 

「2番（い）共同根抵当権変更」と記載する。 



2017小玉塾・記述模試（不動産登記） 解説 

 

 - 40 - 

②原因 

「平成 29年 5月 12日変更」と記載する。 

③登記事項 

「変更後の事項 

債権の範囲 銀行取引（ただし，Ｃ株式会社が会社分割後に負担するものに限

る。） 

債務者 Ｃ株式会社」と記載する。 

④申請人 

「権利者 Ａ株式会社  

（会社法人等番号 0133－01－000365） 

代表取締役 佐藤三郎 

義務者 Ｘ株式会社  

（会社法人等番号 0104－01－000370） 

代表取締役 阿部一郎」と記載する。 

  ※根抵当権で担保される債権の範囲の減縮が形式的に明らかなので，設定者が権利者とな

る。 

⑤添付情報（本問では，記載することを要しない。） 

「登記原因証明情報」 

「登記識別情報(別紙 1の不動産の乙区 2番（い）のＸ株式会社の登記識別情報)」 

「代理権限証明情報(Ｘ株式会社及びＡ株式会社の代表者の委任状)」 

を提供する。 

⑥登録免許税額 

「金 3,000円」と記載する。 

不動産の個数が 3個なので，金 3,000円である。 

 

債務者及び債権の範囲の変更による根抵当権変更の登記の登録免許税は，不動産の個

数 1個につき金 1,000円である（登免法別表 1.1.(14)）。 
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論点５ 代物弁済による所有権移転（解答第 4欄） 

 

 解 説  

 

１．権利関係の変動及び申請すべき登記 

別紙 2 の不動産の所有者であるＣ株式会社とＷ株式会社との間で，別紙 1 の不動産の乙

区 1 番で登記されている抵当権の被担保債権の弁済に代えて，別紙 2 の不動産の所有権を

Ｗ株式会社に対し代物弁済をする旨の契約が締結されている（事実関係 6）。 

 

そして，Ｃ株式会社及びＷ株式会社は代表取締役を同じく（佐藤三郎）する取締役会設

置会社であり（別紙 5，7），Ｃ株式会社とＷ株式会社との間の代物弁済契約について，Ｃ

株式会社及びＷ株式会社の取締役会の承認が得られている（答案作成に当たっての注意事

項 6）。 

 

①取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとす

るとき，②取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき，③株

式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と

当該取締役との利益が相反する取引をしようとするときは，取締役は，株主総会におい

て，当該取引につき重要な事実を開示し，その承認を受けなければならない（会社法

356 条）。なお，取締役会設置会社における会社法 356条の規定の適用については，その

1項中の「株主総会」が，「取締役会」と読み替えられている（会社法 365条）。 

 

甲株式会社と乙株式会社の代表取締役が同一人である場合において，甲株式会社名義

の不動産につき，甲株式会社から乙株式会社への売買を登記原因とする所有権の移転の

登記を申請するときは，甲株式会社及び乙株式会社の取締役会の承認を受けたことを証

する情報を提供する必要がある（択一Ｈ22－26－ア）。 

 

取締役会設置会社の代表取締役が所有する不動産を代物弁済を原因として当該取締役

会設置会社に対する所有権移転登記を申請する場合，申請情報と併せて取締役会議事録

を提供することを要する（登研 367P.135）。 

 

従って，別紙 2の不動産の所有権はＷ株式会社に移転する。 

 

債務者が，債権者の承諾を得て，その負担した給付に代えて他の給付をしたときは，

その給付は，弁済と同一の効力を有する（民法 482 条）。代物弁済は弁済と同一の効力
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を有するのであるから，それが有効になされれば債権は消滅し，その担保権も付従性に

より消滅する。 

 

従って，別紙 2の不動産について，代物弁済を登記原因とする所有権移転登記を申請す

ることになる。 

 

２．登記手続 

（１）代物弁済による所有権の移転 

①登記の目的 

「所有権移転」と記載する。 

②原因 

「平成 29年 6月 28日代物弁済」と記載する。 

 

代物弁済による所有権移転登記の登記原因日付は，代物弁済契約の日である。 

 

③申請人 

「権利者 Ｗ株式会社  

（会社法人等番号 0111－01－000369） 

代表取締役 佐藤三郎 

義務者 Ｃ株式会社  

（会社法人等番号 0100－01－000367） 

代表取締役 佐藤三郎  」と記載する。 

④添付情報 

「登記原因証明情報」（本問では記載することを要しない。） 

「登記識別情報（別紙 2の不動産の甲区 2番のＣ株式会社の登記識別情報）」タ 

「印鑑証明情報（Ｃ株式会社の代表者の印鑑証明書）」ナ 

「代理権限証明情報（Ｗ株式会社の代表者及びＣ株式会社の代表者の委任状）」マ，へ 

「承諾証明情報（Ｗ株式会社及びＣ株式会社の取締役会議事録）」モ 

「会社法人等番号」（本問では記載することを要しない。） 

「住所証明情報（会社法人等番号の記載により添付省略）」（本問では記載することを

要しない。） 

を提供する。 

※改正により，従来必要とされていた申請人である法人の資格証明情報に代わり，原則と

して申請情報に会社法人等番号を記録又は記載しなければならず（不登令 7 条 1 項 1

号），さらに，登記権利者となる法人の会社法人等番号を記録又は記載することによっ
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て，当該権利者の住所証明情報の添付を省略することができる（不登令 9 条，不登規

36条 4項）。 

 

代物弁済による所有権移転登記の添付情報は，登記原因証明情報（不登法 61 条，不

登令 7 条 1 項 5 号ロ），登記識別情報（不登法 22 条），印鑑証明書（不登令 18 条 2

項），住所証明情報（不登令 7 条 1 項 6 号，不登令別表 30 添付情報ロ），代理権限証明

情報（不登令 7条 1項 2号）である。 

 

⑤登録免許税額 

「金 15万 5,500円」と記載する。 

別紙 2の不動産の課税価格金 777万 7,000円×1000分の 20＝金 15万 5,540円となり，

100円未満切り捨てとなるので，金 15万 5,500円となる。 

 

定率課税で算出した登録免許税の額は，100 円未満切り捨て（国税通則法 119 条 1

項）。なお，課税標準金額については，1,000 円未満切り捨て（国税通則法 118 条 1

項）。 

 

代物弁済による所有権移転登記の登録免許税額は，課税価格に 1000 分の 20 を乗じた

額である（登免法別表 1.1.(2)ハ）。 
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論点６ 代物弁済による抵当権抹消（解答第 4欄） 

 

 解 説  

 

１．権利関係の変動及び申請すべき登記 

別紙 2 の不動産の所有者であるＣ株式会社とＷ株式会社との間で，別紙 1 の不動産の乙

区 1 番で登記されている抵当権の被担保債権の弁済に代えて，別紙 2 の不動産の所有権を

Ｗ株式会社に対し代物弁済をする旨の契約が締結されている（事実関係 6）。 

そして，その旨の所有権移転の登記申請が，平成 29年 7月 1日になされた。 

 

これにより，別紙 1の不動産に設定された抵当権は，消滅する。 

 

債権が消滅すると，抵当権はその付従性により消滅する。 

 

代物弁済の給付の内容として不動産所有権の移転が約されたときは，所有権の移転は

当事者の意思表示のみによって生じるが，債務の消滅の効果を生じるためには，所有権

移転の登記を完了しなければならない（最判昭 39.11.26）。 

 

以上より，別紙 1の不動産の 1番抵当権が付従性により消滅している。 

従って，抵当権抹消の登記を申請することになる。これらの登記は，甲・乙・丙土地に

つき 1件の申請情報によって申請することができる。 

 

同一の登記所の管轄区域内にある 2 以上の不動産について申請する登記が，同一の債

権を担保する先取特権，質権又は抵当権に関する登記であって，「登記の目的」が同一

であるときは，一の申請情報によって申請することができる（不登規 35 条 10 号，不登

令 4条ただし書）。 

 

２．登記手続 

（１）代物弁済による抵当権の抹消 

①登記の目的 

「1番抵当権抹消」と記載する。 

②原因 

「平成 29年 7月 1日代物弁済」と記載する。 

※所有権の移転は代物弁済契約を結んだ平成 29 年 6 月 28 日に生じるが，債務の消

滅の効果はその移転登記をした平成 29 年 7 月 1 日に生じることになるからである。 
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③申請人 

「権利者 Ａ株式会社  

（会社法人等番号 0133－01－000365） 

代表取締役 佐藤三郎 

義務者 Ｗ株式会社  

（会社法人等番号 0111－01－000369） 

代表取締役 佐藤三郎」と記載する。 

④添付情報 

「登記原因証明情報」（本問では記載することを要しない。） 

「登記識別情報(別紙 1の不動産の乙区 1番のＷ株式会社の登記識別情報)」イ，キ，シ 

「代理権限証明情報(Ｗ株式会社の代表者及びＡ株式会社の代表者の委任状)」マ，ヒ 

「会社法人等番号」（本問では記載することを要しない。） 

「承諾証明情報（Ｘ株式会社，Ｙ株式会社及びＺ株式会社の承諾書）」ヤ 

を提供する。 

※2 番（あ）根抵当権の根抵当権者であるＹ株式会社，2 番（い）根抵当権の根抵当

権者であるＸ株式会社については，1 番抵当権より順位譲渡がなされているので，

これらは 1 番抵当権の抹消についての利害関係人となる。2 番（あ）根抵当権につ

いての転抵当権者Ｚ株式会社も利害関係人となる。 

※なお，Ａ株式会社とＷ株式会社の代表取締役が同一人であるが，付従性による抵当

権消滅によってＷ株式会社が不利益を被ることにはならないので，利益相反取引と

はならない。 

 

代物弁済による抵当権の登記の抹消の添付情報は，登記原因証明情報（不登法 61

条，不登令 7 条 1 項 5 号ロ），登記識別情報（不登法 22 条），代理権限証明情報（不登

令 7条 1項 2号）である。 

 

権利に関する登記の抹消は，登記上の利害関係を有する第三者がある場合には，当該

第三者の承諾があるときに限り，申請することができる（不登法 68条）。 

 

Ｘを抵当権者とする順位 3 番の抵当権のための順位譲渡の登記がされている順位 1 番

の抵当権の抹消の登記を申請する場合には，申請書にＸの承諾証明情報を添付すること

を要する（択一Ｈ7－20－4）。 

 

⑤登録免許税額 

「金 3,000円」と記載する。 
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不動産の個数は 3個である。 

 

登記の抹消の登録免許税の額は，不動産の個数 1 個につき金 1,000 円である（登免法

別表 1．1．（15））。 
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補助レジュメ 
 

第 3款 元本確定前の根抵当権に関する登記 

民法 398条の 11（根抵当権の処分） 

Ⅰ 元本の確定前においては，根抵当権者は，第 376 条第 1 項の規定による根抵当権の処分をする

ことができない。ただし，その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。 

民法 398条の 12（根抵当権の譲渡） 

Ⅰ 元本の確定前においては，根抵当権者は，根抵当権設定者の承諾を得て，その根抵当権を譲り渡

すことができる。 

Ⅱ 根抵当権者は，その根抵当権を二個の根抵当権に分割して，その一方を前項の規定により譲り渡

すことができる。この場合において，その根抵当権を目的とする権利は，譲り渡した根抵当権につ

いて消滅する。 

Ⅲ 前項の規定による譲渡をするには，その根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾を得なけれ

ばならない。 

民法 398条の 13（根抵当権の一部譲渡） 

元本の確定前においては，根抵当権者は，根抵当権設定者の承諾を得て，その根抵当権の一部譲

渡（譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため，これを分割しないで譲り渡すことをいう。）をす

ることができる。 

民法 398条の 14（根抵当権の共有） 

Ⅰ 根抵当権の共有者は，それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし，元本の確定前

に，これと異なる割合を定め，又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたとき

は，その定めに従う。 

Ⅱ 根抵当権の共有者は，他の共有者の同意を得て，第 398 条の 12 第 1 項の規定によりその権利

を譲り渡すことができる。 

民法 398条の 17（共同根抵当の変更等） 

Ⅰ 前条の登記（共同根抵当の登記）がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲，債務者若しく

は極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は，その根抵当権が設定されているすべての不動産

について登記をしなければ，その効力を生じない。 
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※必須知識習得編・「小玉塾・書式集」Ｐ168～抜粋 

 

＜重要度★★＞ 

Q89 甲土地及び乙建物（管轄する登記所は同一）には，乙区 1 番でＸを根抵

当権者，Ａを債務者兼根抵当権設定者とする元本確定前の共同根抵当権が

登記されている（平成 25 年 8 月 10 日受付第 12345 号，原因は平成 24 年

12 月 13 日設定，極度額は金 1500 万円，債権の範囲は商品売買取引，共同

担保目録は（こ）第 1001 号）。また，乙区 2 番でＹを根抵当権者，Ａを債

務者兼根抵当権設定者とする元本確定前の共同根抵当権が登記されている

（極度額は金 3000 万円，債権の範囲は金銭消費貸借取引）。甲土地及び乙

建物の乙区に記録されている登記は，上記のみである。 

平成 29年 7月 2 日，Ｘは，甲土地及び乙建物の乙区 1番で登記された共

同根抵当権につき，分割した上で極度額金 800 万円分をＺに売り渡す旨の

契約を締結した（同日にＡの承諾も得られている。）。さらに，同日，Ｘ，

Ｙ及びＺは，Ｚが譲り受けた根抵当権の順位を 1 番とし，Ｘ及びＹを根抵

当権者とする根抵当権をＺの根抵当権に劣後する同順位の根抵当権とする

ことを合意した。 

なお，登記申請日は平成 29 年 7 月 6 日であり，登記に必要な書類は，法

律上すべて適式に作成され整っていて，法律上必要な手続も，登記申請日

にすべて採られているものとする。また，登記上の利害関係を有する第三

者は存しないものとする。 
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A89 1件目 

登記の目的 1番共同根抵当権分割譲渡 

登記原因及びその日付 平成 29年 7月 2日分割譲渡 

登 記 事 項 （根抵当権の表示） 

平成 25年 8月 10日受付第 12345号 

原因    平成 24年 12月 13日設定 

極度額   金 800万円（分割後の原根抵当権の極度

額金 700万円） 

債権の範囲 商品売買取引 

債務者   Ａ 

共同担保目録（こ）第 1001号 

申請人の氏名又は名称 権利者 Ｚ 

義務者 Ｘ 

登録免許税 譲渡される根抵当権の極度額の 1000分の 2 

A89 2件目 

登記の目的 1番（あ），1番（い），2番順位変更 

登記原因及びその日付 平成 29年 7月 6日合意 

登 記 事 項 変更後の順位 

第 1 1番（い）根抵当権 

第 2 1番（あ）根抵当権 

2番根抵当権 

申請人の氏名又は名称 申請人 Ｘ 

Ｙ 

Ｚ 

登録免許税 根抵当権 1個につき金 1000円×不動産の個数 

（コメント）根抵当権の分割譲渡をするためには，設定者の承諾及びその根
抵当権を目的とする権利を有する者（転抵当権者等）の承諾を得
る必要があります（民法398条の12第1項，3項）。 
また，根抵当権の順位を変える方法につき，順位の譲渡や放棄

による方法はできません。これらは，元本確定前にすることが認
められていないからです。また，順位変更の登記の原因日付は，
乙区 1 番根抵当権につき，分割譲渡を原因とする 1 番共同根抵
当権分割譲渡の登記申請日となります。これは，順位変更の対象
となる（根）抵当権が全て登記記録上に存在している必要がある
ためです。 
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※必須知識習得編・「ネタ集＋」Ｐ214～抜粋 

 

Q268 Ａ及びＢが準共有する元本の確定前の根抵当権について，一の申請情

報により分割譲渡を原因として直ちにＡ及びＢそれぞれ単有の根抵当権

とする旨の登記を申請することができる。（21－26－イ）申請例 
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A268 誤 り。A，Ｂ共有の根抵当権を，分割譲渡により直ちに A，Ｂそ

れぞれの単有の根抵当権とする旨の登記の申請をすること
はできません。ＡＢ共有の根抵当権をＡＢそれぞれ単有の
根抵当権にするためには 2 通りの申請方法がありますが，
登録免許税が一番安く済む方法は，申請例1の方法です。 

＜申請例 1＞※極度額金 1000 万円の根抵当権を，Ａにつき極度額金 600 万円，Ｂにつき極度額

金400万円の根抵当権にするものとします。 
＜1件目＞ 

目的  ○番根抵当権分割譲渡 

原因  年月日分割譲渡 

（根抵当権の表示） 

年月日受付第○号 

原因  年月日設定 

極度額 金 400 万円（分割後の原

根抵当権の極度額金 600 万

円） 

債権の範囲 売買取引 

債務者 （省略） 

権利者 Ｂ 

義務者 ＡＢ 

登録免許税 金8000円 

⇒
 

＜2件目＞ 

目的  ○番（あ）根抵当権共有者Ｂ

の権利移転 

原因  年月日放棄 

権利者 Ａ 

義務者 Ｂ 

登録免許税 金6000円 

＜申請例2＞ 
＜1件目＞ 

目的  ○番根抵当権共有者Ｂの権

利移転 

原因  年月日放棄 

権利者 Ａ 

義務者 Ｂ 

登録免許税 金1万円 

⇒
 

＜2件目＞ 

目的  ○番根抵当権分割譲渡 

原因  年月日分割譲渡 

（登記事項は省略します。） 

権利者 Ｂ 

義務者 Ａ 

登録免許税 金8000円 

 
Q268（解説） 

＜ＡＢ共有の根抵当権をＡＢそれぞれ単有の根抵当権にする方法（申請例 1の方法）＞ 

1．Ａ及びＢから，ＡＢのうちどちらか（今回は，Ｂとします。）に「分割譲渡」をする。 

※共有者全員から共有者の 1人へ分割譲渡することは可能 

※この場合，必ず，「極度額が安い方を切り離す」ことがポイント。（極度額が高い方

を切り離せば，それだけ分割譲渡の免許税が高くなる。） 

⇒職権登記により，ＡＢ共有の根抵当権について（あ），Ｂ単有の根抵当権について

（い）の符号が付され，それぞれ別個独立の根抵当権になる。 

2．（あ）根抵当権について，Ｂが権利放棄をする。 

⇒ＡＢそれぞれ単有の別個独立の根抵当権の出来上がり。 
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※必須知識習得編・「ネタ集＋」Ｐ220～抜粋（関連問題） 

 

Q273 Ａ・Ｂ共有の根抵当権をＢ・Ｃ・Ｄ三者の共有にするためには，根抵

当権の一部譲渡の登記とＡの権利の移転登記とを申請しなければならな

い。（10－21－エ）申請例 
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A273 正しい。ＡＢ共有の根抵当権をＢＣＤ三者の共有にするためには数
通りの申請方法がありますが，登録免許税額が一番安く済
む方法は，申請例1の方法です。 

＜申請例1＞※極度額は1200万円とします。 

＜1件目＞ 

目的  ○番根抵当権一部移転 

原因  年月日一部譲渡 

権利者 Ｃ 

義務者 Ａ 

Ｂ 

登録免許税 金8000円 

⇒
 

＜2件目＞ 

目的  ○番根抵当権共有者Ａの権利

移転 

原因  年月日譲渡 

権利者 Ｄ 

義務者 Ａ 

登録免許税 金8000円 

＜申請例2＞ 

＜1件目＞ 

目的  ○番根抵当権一部移転 

原因  年月日一部譲渡 

権利者 Ｃ 

Ｄ 

義務者 Ａ 

Ｂ 

登録免許税 金1万2000円 

⇒
 

＜2件目＞ 

目的  ○番根抵当権共有者Ａの権利

移転 

原因  年月日放棄 

権利者 Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

義務者 Ａ 

登録免許税 金6000円 

 

Q273（解説） 

＜ＡＢ共有の根抵当権をＢＣＤ三者の共有とするための方法（申請例 1の方法）＞ 

1．Ａ及びＢから，ＣＤのうちどちらか（今回は，Ｃとします。）に「一部譲渡」をする。 

※共有者全員から第三者へ一部譲渡することは可能。 

⇒ＡＢＣ共有の根抵当権がまず完成。 

2．ＡからＤへの全部譲渡（共有者の権利移転）をする。 

 ⇒ＢＣＤ共有の根抵当権の出来上がり。 
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※必須知識習得編・「小玉塾・書式集」Ｐ166～抜粋 

 

Q88（解説） 

民法 398条の 11（根抵当権の処分） 

Ⅰ 元本の確定前においては，根抵当権者は，第 376 条第 1 項の規定（転抵当，譲渡，

放棄，順位の譲渡，順位の放棄の規定）による根抵当権の処分をすることができない。

ただし，その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。 

 

民法 398条の 12（根抵当権の譲渡） 

Ⅰ 元本の確定前においては，根抵当権者は，根抵当権設定者の承諾を得て，その根抵当

権を譲り渡すことができる。 

Ⅱ 根抵当権者は，その根抵当権を 2 個の根抵当権に分割して，その一方を前項の規定に

より譲り渡すことができる。この場合において，その根抵当権を目的とする権利は，譲

り渡した根抵当権について消滅する。 

Ⅲ 前項の規定による譲渡をするには，その根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾

を得なければならない。 

 

民法 398条の 13（根抵当権の一部譲渡） 

元本の確定前においては，根抵当権者は，根抵当権設定者の承諾を得て，その根抵当

権の一部譲渡（譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため，これを分割しないで譲り渡

すことをいう。）をすることができる。 

 

民法 398条の 14（根抵当権の共有） 

Ⅱ 根抵当権の共有者は，他の共有者の同意を得て，第 398 条の 12 第 1 項の規定によ

りその権利を譲り渡すことができる。 

 

＜確定前に限るもの＞ 

１ 全部譲渡 

２ 一部譲渡 

３ 分割譲渡 

４ 共有者の権利の全部譲渡 

※「譲渡（民法 376条）」と「全部譲渡（民法 398条の 12）」との差 

 ⇒「譲渡」は，譲渡人・譲受人間の相対的効力しか有しない。 

「全部譲渡」は，絶対的効力（全部譲渡をすると，根抵当権者でなくなる。） 

 

＜確定後に限るもの＞ 

１ 譲渡・放棄 

２ 順位の譲渡・順位の放棄 
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＜元本確定前後を問わないもの＞ 

１ 転（根）抵当 

２ 被担保債権の質入れ 

 

＜（準）共有根抵当権の処分＞ 

①根抵当権の準共有者の 1人は，1人の者に対する全部譲渡をすることができる。 

→分割譲渡や一部譲渡はすることができない。 

→複数の者に対する全部譲渡はすることができない。 

（例えば，Ａ及びＢの準共有の根抵当権について，Ａの権利のみをＣ及びＤの 2 名に

全部譲渡するとなると，結局Ａ→Ｃ，Ａ→Ｄの一部譲渡を認めるのと同じ結果にな

るから。） 

②根抵当権の準共有者の全員でするならば，第三者に対する全部譲渡，一部譲渡，分割

譲渡をすることができる。 

→この場合，単有の根抵当権の根抵当権者がする処分と何ら変わりがないから。 
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※必須知識習得編・「小玉塾・書式集」Ｐ186～抜粋 

 

Q96～98（解説） 

民法 398条の 8（根抵当権者又は債務者の相続） 

Ⅰ 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは，根抵当権は，相続開始の

時に存する債権のほか，相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の

開始後に取得する債権を担保する。 

Ⅱ 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは，根抵当権は，相続開始の

時に存する債務のほか，根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相

続の開始後に負担する債務を担保する。 

Ⅳ 第1項及び第2項の合意について相続の開始後6箇月以内に登記をしないときは，担

保すべき元本は，相続開始の時に確定したものとみなす。 

 

民法 398条の 9（根抵当権者又は債務者の合併） 

Ⅰ 元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは，根抵当権は，合併の時に存

する債権のほか，合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得

する債権を担保する。 

Ⅱ 元本の確定前にその債務者について合併があったときは，根抵当権は，合併の時に存

する債務のほか，合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に負担

する債務を担保する。 

Ⅲ 前 2 項の場合には，根抵当権設定者は，担保すべき元本の確定を請求することができ

る。ただし，前項の場合において，その債務者が根抵当権設定者であるときは，この限

りでない。 

Ⅳ 前項の規定による請求があったときは，担保すべき元本は，合併の時に確定したもの

とみなす。 

Ⅴ 第３項の規定による請求は，根抵当権設定者が合併のあったことを知った日から 2 週

間を経過したときは，することができない。合併の日から 1 箇月を経過したときも，同

様とする。 
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＜根抵当権者又は債務者の相続と合併の差＞ 

①根抵当権者又は債務者に相続があった場合 

→何もしなければ元本が確定したものとみなされ，根抵当権者・債務者間の継続的取

引が終了。 

（自然人の場合，誰もが継続的取引を引き継ぐことができるわけではないから。） 

⇒つまり，原則として元本が確定する。 

→一定期間内に，指定根抵当権者又は指定債務者に継続的取引を引き継がせる旨の合

意をして登記をすれば，元本は確定せず，継続的取引が続行。 

⇒つまり，例外的に，一定の場合，元本が確定しない。 

 

②根抵当権者又は債務者に合併又は会社分割があった場合 

→何もしなければ元本は確定せず，根抵当権者・債務者間の継続的取引が続行。 

（法人の場合，通常，継続的取引を引き継ぐことができるから。） 

⇒つまり，原則として元本が確定しない。 

→一定期間内に，元本の確定請求をすれば，元本が確定したものとみなされ，継続的

取引が終了。 

⇒つまり，例外的に，一定の場合，元本が確定する。 
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※必須知識習得編・「小玉塾・書式集」Ｐ160～抜粋 

 

Q85（解説） 

民法398条の17（共同根抵当の変更等） 

Ⅰ 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲，債務者若しくは極度額の

変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は，その根抵当権が設定されているすべての不動産

について登記をしなければ，その効力を生じない。 

 

＜択一対策＞ 

□ 次のアからオまでの登記のうち，甲・乙 2個の不動産に同一の債権の担保として設定され

た旨の登記がされている元本の確定前の共同根抵当権の登記がある場合に，甲・乙不動産

の双方に登記をしなければ登記の目的である権利の変動の効力が生じないものをすべて挙

げているものは，後記 1から 5までのうちどれか。（択一Ｈ8－12） 

ア 転抵当権の設定の登記 

イ 全部の譲渡による移転の登記 

ウ 先順位の抵当権からの順位の譲渡の登記 

エ 根抵当権の解除による抹消の登記 

オ 根抵当権の共有者間の優先の定めの登記 

1 ア     2 イ     3 アイ     4 イオ     5 ウエ 

 

答え ２ 

⇒そして，共同根抵当権について，民法 398 条の 17 に規定する登記を申請する場合には，

登記の目的のアタマに「共同」の文字を付け加える。 

※共同根抵当権について「相続による債務者の変更」の登記を申請する場合には，登

記の目的のアタマに「共同」の文字を書かない。 
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※必須知識習得編・「小玉塾・書式集」Ｐ170～抜粋 

 

Q89（解説） 

不登規則 165条（根抵当権等の分割譲渡の登記） 

Ⅱ 登記官は，・・・根抵当権を分割して譲り渡す場合の登記の順位番号を記録するとき

は，分割前の・・・又は根抵当権の登記の順位番号を用いなければならない。 

Ⅲ 登記官は，前項の規定により順位番号を記録したときは，当該順位番号及び分割前

の・・・根抵当権の登記の順位番号にそれぞれ第 147 条第 2 項の符号を付さなければ

ならない。 

Ⅳ 登記官は，第 2 項の登記をしたときは，職権で，分割前の・・・根抵当権について極

度額の減額による根抵当権の変更の登記をし，これに・・・根抵当権を分割して譲り渡

すことにより登記する旨及び登記の年月日を記録しなければならない。 

 

不登規則 147条（順位番号等） 

Ⅱ 登記官は，同順位である二以上の権利に関する登記をするときは，順位番号に当該登

記を識別するための符号を付さなければならない。 

 

＜分割譲渡後の登記記録＞ 

権 利 部( 乙 区 ) ( 所 有 権 以 外 の 権 利 に 関 す る 事 項 ) 

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項  

1（あ） 

 

 

 

 

 

付記 1号 

根抵当権設定 平成 25年 8月 10日 

第 12345号 

原因 平成 24年 12月 13日設定 

極度額 金 1500万円 

債権の範囲 商品売買取引 

債務者 Ａ 

根抵当権者 Ｘ 

共同担保 目録（こ）第 1001号 

1 番（あ）根抵当権変

更 

余白 極度額 金 700万円 

分割譲渡により平成 29 年 7 月 6 日

付記 

1（い） 1番根抵当権分割譲渡 平成 29年 7月 6日 

第 11267号 

原因 平成 29年 7月 2日分割譲渡 

（根抵当権の表示） 

平成 25年 8月 10日受付第 12345号 

原因 平成 24年 12月 13日設定 

極度額 金 800万円 

債権の範囲 商品売買取引 

債務者 Ａ 

根抵当権者 Ｚ 

共同担保 目録（こ）第 250号 
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（択一平成 14年過去問） 

 

第22問 次のような登記記録の記録(登記事項一部省略)がある不動産に関する下記の 1 から 5

までの記述のうち，正しいものはどれか。 

（登記記録の記録） 

甲区 

1番 所有権保存 平成 19年 1月 5日受付 

共有者 持分 3分の 2 Ａ  3分の 1 Ｂ 

2番 共有者全員持分全部移転 平成 19年 6月 1日受付 平成 19年 6月 1日売買 

所有者 Ｄ 

3番 差押 平成 20年 3月 1日受付 平成 20年 2月 28日東京地方裁判所強制競売開始決定 

申立人 Ｃ 

乙区 

1番 抵当権設定 平成 19年 2月 1日受付 債権額 2,000万円 

債務者 Ａ 抵当権者 Ｃ 

2番 抵当権設定 平成 21年 2月 1日受付 債権額 1,000万円 

債務者 Ｄ 抵当権者 Ｅ 

3番 賃借権設定 平成 21年 3月 1日受付 賃借権者 Ｆ 

4番 抵当権設定 平成 21年 5月 1日受付 債権額 3,000万円 

債務者 Ｄ 抵当権者 Ｇ 

1番付記 1号 1番抵当権の 2番抵当権への順位譲渡 平成 21年 6月 1日受付 

2番付記 1号 2番抵当権付債権仮差押 平成 22年 2月 1日受付 債権者 Ｈ 

1 甲区 2 番の登記をＤ及びＪの共有(持分各 2 分の 1)に更正する登記を申請する場合

の登記上の利害関係人は，Ｅ，Ｆ，Ｇ及びＨである。 

2 乙区 2 番抵当権の抹消を申請する場合の登記上の利害関係人は，Ｃ及びＨである。 

3 乙区 4 番抵当権を第 1 順位，2 番抵当権を第 2 順位，1 番抵当権を第 3 順位とする

順位変更の登記を申請する場合の登記上の利害関係人は，Ｆ及びＨである。 

4 乙区 4番抵当権を第 1順位，2番抵当権を第 2順位とする順位変更の登記を申請す

る場合の登記上の利害関係人は，Ｃ及びＨである。 

5 乙区 2 番抵当権の抵当権者をＥ及びＫ(持分各 2 分の 1)に更正する登記を申請する

場合の登記上の利害関係人は，Ｃ，Ｇ及びＨである。 
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第２２問 利害関係人 

正解 ４ 

 

１誤 り。本問の甲区 2 番のＤ単有名義の登記をＤ及びＪの共有名義に更正する登記を申

請する場合，更正の登記は実質上所有権一部抹消の登記たる性質を有するので，

登記上の利害関係人が存在するときは不動産登記法第 68 条の規定が準用され，

常に利害関係人の承諾を要する情報又はこれに対抗する裁判の謄本を提供しなけ

ればならない。本肢の場合，甲区では差押債権者Ｃ，乙区では 2番抵当権者Ｅ，

3 番賃借権者Ｆ，4 番抵当権者Ｇ，2 番付記 1 号の仮差押債権者Ｈが利害関係人

に該当する。従って，本肢は誤っている。 

２誤 り。本問の乙区 2 番抵当権の抹消を申請する場合，肢 1 と同様に不動産登記法第 68

条の規定が適用される。本肢の場合，乙区 2番抵当権が抹消されると，乙区 2番

付記 1 号の仮差押登記は登記官の職権で抹消される（不登法規則 152 条 2 項）。

よって，当該抹消登記の利害関係人はＨである。本問の 1 番抵当権者Ｃは，2 番

抵当権者Ｅに抵当権の順位譲渡を行っているが，乙区 2番抵当権が抹消されたと

してもＣは登記上の不利益を被らないので利害関係人には該当しない。従って，

本肢は誤っている。 

３誤 り。抵当権の順位変更登記を申請する場合，その変更につき利害関係人のあるとき

は申請情報に必ずその承諾を証する情報を提供しなければならない（民法 374条，

不登令 7 条 5 号ハ）。本肢の場合，Ｃ，Ｅ，Ｇの抵当権の順位をＧ，Ｅ，Ｃに変

更しているので，乙区 2番付記 1号の抵当権付債権の仮差押債権者Ｈは，Ｇの債

権額がＣの債権額より大きい場合は利害関係人となるが，小さい場合は利害関係

人とならない。よって，Ｇの債権額（3000 万円）がＣの債権額（2000 万円）よ

り大きいので，Ｈは利害関係人となる。一方，順位変更は担保権者相互間におい

てのみ絶対的効力を生ずるので，賃借権者Ｆは利害関係人とならない。従って，

本肢は誤っている。 

４正しい。本肢の順位変更により 2 番抵当権の順位が下降するので，まず，2 番付記 1 号の

2 番抵当権付債権仮差押債権者Ｈは不利益を受け，利害関係人に該当する。また，

2 番抵当権に順位譲渡をした 1 番抵当権者Ｃも利害関係人に該当する。従って，

本肢は正しい。 

５誤 り。本肢のように，Ｅ単独名義の抵当権をＥ及びＫの共有名義に更正する場合，Ｅ

持分の抵当権に効力が縮減されて不利益を受ける仮差押債権者Ｈが利害関係人に

該当するが，Ｃ及びＧは利害関係人に該当しない。従って，本肢は誤っている。 
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【ＭＥＭＯ】 
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【ＭＥＭＯ】
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※必須知識習得編・「ネタ集＋」Ｐ204～抜粋 

 

Q254 Ａ株式会社が所有する不動産にＡ株式会社を債務者，Ｂを根抵当権者

とする根抵当権の設定の登記がされていたところ，Ａ株式会社を吸収分

割会社，Ｃ株式会社を吸収分割承継会社とする会社分割があった場合に

おいて，当該根抵当権で担保すべき債権の範囲を会社分割後にＣ株式会

社がＢに対して負担する債務のみとする合意が成立しているときは，当

該根抵当権の債務者を直接Ｃ株式会社に変更することができる。（23－

20－オ）申請例 
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A254 誤 り。この場合，会社分割によって，債務者は法律上当然にＡ株

式会社とＣ株式会社となります。従って，債務者を直接Ｃ

株式会社に変更することはできません。 

＜申請例＞※分割契約書に不動産の所有権が移転する旨の記載がない場合の申請例です。 

2 件目の申請については，債務者の縮減が形式的に明らかなので，設定者が権利者とな

ります。 

＜1件目＞ 

目的  ○番根抵当権変更 

原因  年月日会社分割 

変更後の事項 

債務者 Ａ株式会社 

Ｃ株式会社 

権利者 Ｂ 

義務者 Ａ株式会社 

⇒
 

＜2件目＞ 

目的  ○番根抵当権変更 

原因  年月日変更 

変更後の事項 

債権の範囲 ○○取引（ただし，

Ｃ株式会社が会社分割

後に負担するものに限

る。） 

債務者 Ｃ株式会社 

権利者 Ａ株式会社 

義務者 Ｂ 
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【ＭＥＭＯ】 
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※必須知識習得編・「ネタ集＋」Ｐ234～抜粋 

 

第 6款 元本確定の登記 

不登法 93条（根抵当権の元本の確定の登記） 

民法第398条の19第2項又は第398条の20第1項第3号若しくは第4号の規定により根抵

当権の担保すべき元本が確定した場合の登記は，第 60 条の規定にかかわらず，当該根抵当権の登記

名義人が単独で申請することができる。ただし，同項第3号又は第4号の規定により根抵当権の担保

すべき元本が確定した場合における申請は，当該根抵当権又はこれを目的とする権利の取得の登記の

申請と併せてしなければならない。 

民法 398条の 6（根抵当権の元本確定期日の定め） 

Ⅰ 根抵当権の担保すべき元本については，その確定すべき期日を定め又は変更することができる。 

Ⅲ 第1項の期日は，これを定め又は変更した日から5年以内でなければならない。 

Ⅳ 第 1 項の期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかったときは，担保すべき元

本は，その変更前の期日に確定する。 

民法第 398条の 9（根抵当権者又は債務者の合併） 

Ⅲ 前二項の場合（根抵当権者又は債務者に合併があった場合）には，根抵当権設定者は，担保すべ

き元本の確定を請求することができる。ただし，前項（債務者の合併）の場合において，その債務

者が根抵当権設定者であるときは，この限りでない。 

Ⅳ 前項の規定による請求があったときは，担保すべき元本は，合併の時に確定したものとみなす。 

Ⅴ 第3項の規定による請求は，根抵当権設定者が合併のあったことを知った日から2週間を経過し

たときは，することができない。合併の日から1箇月を経過したときも，同様とする。 

民法第 398条の 10（根抵当権者又は債務者の会社分割） 

Ⅲ 前条第3項から第5項までの規定は，前二項の場合（根抵当権者又は債務者に会社分割があった

場合）について準用する。 

民法 398条の 17（共同根抵当の変更等） 

Ⅱ 前条の登記（共同根抵当の登記）がされている根抵当権の担保すべき元本は，一個の不動産につ

いてのみ確定すべき事由が生じた場合においても，確定する。 

民法 398条の 19（根抵当権の元本の確定請求） 

Ⅰ 根抵当権設定者は，根抵当権の設定の時から 3 年を経過したときは，担保すべき元本の確定を請

求することができる。この場合において，担保すべき元本は，その請求の時から 2 週間を経過する

ことによって確定する。 

Ⅱ 根抵当権者は，いつでも，担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において，

担保すべき元本は，その請求の時に確定する。 

Ⅲ 前二項の規定は，担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは，適用しない。 

民法 398条の 20（根抵当権の元本の確定事由） 

Ⅰ 次に掲げる場合には，根抵当権の担保すべき元本は，確定する。 

① 根抵当権者が抵当不動産について競売若しくは担保不動産収益執行又は第 372 条において準

用する第 304 条の規定による差押えを申し立てたとき。ただし，競売手続若しくは担保不動産

収益執行手続の開始又は差押えがあったときに限る。 

② 根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差押えをしたとき。 

③ 根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始又は滞納処分による差押えがあったことを知

った時から2週間を経過したとき。 

④ 債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたとき。 

Ⅱ 前項第3号の競売手続の開始若しくは差押え又は同項第4号の破産手続開始の決定の効力が消滅

したときは，担保すべき元本は，確定しなかったものとみなす。ただし，元本が確定したものとし

てその根抵当権又はこれを目的とする権利を取得した者があるときは，この限りでない。 
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※必須知識習得編・「小玉塾・過去問集」Ｐ36～抜粋 

 

１．利益相反取引（会社法 356条，365条） 

会社法 356条（競業及び利益相反取引の制限） 

Ⅰ 取締役は，次に掲げる場合には，株主総会において，当該取引につき重

要な事実を開示し，その承認を受けなければならない。 

② 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとすると

き。 

③ 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間

において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとする

とき。 

会社法 365条（競業及び取締役会設置会社との取引等の制限） 

Ⅰ 取締役会設置会社における第 356 条の規定の適用については，同条第 1

項中「株主総会」とあるのは，「取締役会」とする。 

会社法 356 条は，主に「取締役が会社と取引をする場合」と，「会社が取締役の債務を保

証する場合」に，株主総会（取締役会設置会社にあっては，取締役会・会社法 365 条）の承

認を要求しています。 

これは，取締役がその地位を利用して，会社を害することを防ぐための規定です。 

この条文に該当する登記を申請する場合には，添付情報に，「登記原因についての第三者

の承諾情報」として「株主総会（取締役会）議事録」を申請情報に併せて提供することにな

ります。 

会社法 356 条の利益相反取引について，これまでの記述式過去問を見てみると，出題パタ

ーンは以下の 4種類です。 

出題パターン 1・売買（平成 26年，21年，19年，4年） 

会社所有の不動産を取締役に売り渡す契約をする場合（356Ⅰ②ケース）。 

出題パターン 2・設定（平成 23年，16年，7年，5年） 

会社所有の不動産に取締役（又はその者が代表権を持っている他の会社）の債務を担保す

るための（根）抵当権を設定する場合（又は，すでに設定されている根抵当権の極度額を増

額変更する場合）（356Ⅰ③ケース）。 
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出題パターン 3・共有物分割（平成 11年） 

会社と取締役の共有不動産につき，共有物分割協議をする場合（356Ⅰ②ケース）。 

出題パターン 4・代物弁済（平成 10年） 

会社と取締役の間で代物弁済契約を締結する場合（356Ⅰ②ケース）。 

出題パターン 5・根抵当権の債務者の変更（平成 27年） 

会社所有の不動産に取締役（又はその者が代表権を持っている他の会社）の債務を担保す

るための（根）抵当権を設定することとなる債務者変更をする場合（356Ⅰ③ケース）。 

以上です。とにかく，出題歴の多い論点です。 

ところで，平成元年から平成 27 年までの本試験で，登場人物に「会社」が登場している

年度を調べてみましたら，22回ありました。 

そのうち，会社法 356 条の利益相反行為が 11 回も聞かれているんですから，すごい確率

（約半分）で出題されていることになります。 

ですから，不動産登記法の記述式試験では，登場人物に「会社」が出てきたら，すぐに「もし

かして，利益相反聞いているのかな？」と疑っていただいて，添付情報に「株主総会（取締役

会）議事録」が必要なのかを検討するクセをつけておくといいと思います。 
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【ＭＥＭＯ】



2017小玉塾・記述模試（不動産登記） 解説 

 - 71 - 

一括申請（順位番号が異なるもの）の記載方法 

 

登記申請書（例） 
 

登記の目的 所有権登記名義人住所変更（順位番号後記のとおり） 

原因    （省略） 

権利者   （省略） 

義務者   （省略） 

添付情報  （省略） 

 

登記識別情報（登記済証）を提供することができない理由 

□ 不通知 □ 失効 □ 失念 □ 管理支障□ 取引円滑障害 □ その他（ ） 

□ 登記識別情報の通知を希望しません。 

 

平成29年6月7 日申請○○ 法務局○○支局（ 出張所） 

 

代理人 ○ ○ 市○ ○町二丁目1 2 番地 

司法書士法人○ ○ 

（会社法人等番号1234-56-789010） 

代表社員丙野三郎印 

連絡先の電話番号00－0000－0000 

 

課税価格（省略） 

 

登録免許税（省略） 

 

不動産の表示 

不動産番号 1111111111111 

所在 ○ ○ 市○○ 町一丁目 

地番 23番 

地目 宅地 

地積 123･45平方メートル 

（順位番号 3番） 

不動産番号 222222222222 

所在 ○ ○ 市○○ 町二丁目 

地番 25番 

地目 宅地 

地積 133･45平方メートル 

（順位番号 4番） 

 

※「順位番号〇〇番」は，実務上は，「地番」のヨコに記載することが通常です。 
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登記申請書（例） 
 

登記の目的 抵当権設定 

原因    平成○○年〇月○日（ただし，設定日付後記のとおり） 

権利者   （省略） 

義務者   （省略） 

添付情報  （省略） 

 

登記識別情報（登記済証）を提供することができない理由 

□ 不通知 □ 失効 □ 失念 □ 管理支障□ 取引円滑障害 □ その他（ ） 

□ 登記識別情報の通知を希望しません。 

 

平成29年6月7 日申請○○ 法務局○○支局（ 出張所） 

 

代理人 ○ ○ 市○ ○町二丁目1 2 番地 

司法書士法人○ ○ 

（会社法人等番号1234-56-789010） 

代表社員丙野三郎印 

連絡先の電話番号00－0000－0000 

 

課税価格（省略） 

 

登録免許税（省略） 

 

不動産の表示 

不動産番号 1111111111111 

所在 ○ ○ 市○○ 町一丁目 

地番 23番 

地目 宅地 

地積 123･45平方メートル 

（平成○○年〇月○日設定） 所有者Ａ 

不動産番号 222222222222 

所在 ○ ○ 市○○ 町二丁目 

地番 25番 

地目 宅地 

地積 133･45平方メートル 

（平成○○年〇月○日設定） 所有者Ｂ 
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登記申請書（例） 
 

登記の目的 ○番共同根抵当権移転 

原因    後記のとおり 

権利者   （省略） 

義務者   （省略） 

添付情報  （省略） 

 

登記識別情報（登記済証）を提供することができない理由 

□ 不通知 □ 失効 □ 失念 □ 管理支障□ 取引円滑障害 □ その他（ ） 

□ 登記識別情報の通知を希望しません。 

 

平成29年6月7 日申請○○ 法務局○○支局（ 出張所） 

 

代理人 ○ ○ 市○ ○町二丁目1 2 番地 

司法書士法人○ ○ 

（会社法人等番号1234-56-789010） 

代表社員丙野三郎印 

連絡先の電話番号00－0000－0000 

 

課税価格（省略） 

 

登録免許税（省略） 

 

不動産の表示 

不動産番号 1111111111111 

所在 ○ ○ 市○○ 町一丁目 

地番 23番 

地目 宅地 

地積 123･45平方メートル 

（原因 平成○○年〇月○日譲渡） 

不動産番号 222222222222 

所在 ○ ○ 市○○ 町二丁目 

地番 25番 

地目 宅地 

地積 133･45平方メートル 

（原因 平成○○年〇月○日譲渡） 

 

 

 


